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第1章 計画策定の主旨 

第1節 計画の目的 

近年、ごみの排出量の増大や質の多様化が進み、循環型社会への転換が求められてい

ます。単に燃やして埋める処理から、排出抑制に努め、リサイクル可能なものは極力リ

サイクルし、それでもなお排出されるものについては焼却等の衛生処理を行うとともに、

熱エネルギーの回収を行うなど、様々な観点からのごみの資源化・適正処理が必要とな

っています。 

一方、廃棄物に関係する法体系に目を向けると、平成 12 年 6 月に「循環型社会推進基

本法」が施行され、循環型社会形成のための基本的な枠組みが定められました。その後、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正及び「資源の有効な利用の促進に関する

法律」施行によって、ごみの資源化・適正処理に対する一般的な仕組みが確立していま

す。近年では、これらの法令を基本とした各種リサイクル法が施行され、循環型社会へ

向けた法整備が進んできています。 

このような状況の中、七飯町（以下、「本町」といいます。）における廃棄物処理は、平

成 15 年度から本町を含む渡島管内の 1 市 9 町で構成する渡島廃棄物処理広域連合（以

下、「広域連合」といいます。）にて可燃ごみの広域処理を開始しており、循環型社会形

成に向けた近代的なごみ処理体制となっています。しかし、リサイクルセンターや最終

処分場については、施設の老朽化や延命化などの課題を抱えており、将来計画が必要な

状況になっています。 

一方、生活排水については、下水道の敷設とともに浄化槽の普及に努めてきましたが、

いまだ未水洗化の世帯もあり、生活排水の適正処理を向上していく必要があります。 

今回改訂する一般廃棄物処理基本計画（以下、「本計画」といいます。）は、近年の法

制度や社会情勢、本町が有する一般廃棄物に係る課題等に目を向け、循環型社会の形成

に向けた本町の廃棄物行政の方向性を明らかにし、ごみや生活排水の処理に係る各種施

策の計画を目的として策定した「一般廃棄物処理基本計画」（平成 25 年度策定）につい

て、見直し及び改訂を行うものです。 
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第2節 計画の位置付け 

本計画は、一般廃棄物（ごみ・生活排水）を対象とした計画であり、ごみ処理に関す

る基本方針を定める『ごみ処理基本計画』と、生活排水処理に関する基本方針を定める

『生活排水処理基本計画』のそれぞれを策定します。ごみ処理、生活排水処理の各計画

は、ごみ、生活排水それぞれの発生・排出抑制から再資源化、収集・運搬、処理、最終処

分に至る一般廃棄物処理に関するすべてを包括するものであり、将来に渡って、計画的

かつ適正に処理を進めるために必要な基本的事項を定めるものです。 

さらに、本計画は、本町の一般廃棄物処理計画の根幹となる長期計画であり、単年度

ごとの実施計画の上位計画として位置づけられます。 

また、本計画は、上位計画である「第 5 次七飯町総合計画」及び関連する北海道の各

種計画等と整合を図って策定しています。 

 

図 1-2-1 本計画の位置付け 
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第3節 計画対象区域 

本計画の対象区域は、本町の行政区域全域とします。 

 

第4節 計画目標年次 

本計画は長期的視野に立った計画であることから、本計画全体の計画期間は、平成 24

年度から平成 38 年度までの 15 年間とします。 

なお、社会情勢やごみ処理を取り巻く環境の変化を考慮するため、計画期間の約半分

が経過したことから、今回中間見直しを行うものです。 

 

 

 

  

計画目標年次 ： 平成 38 年度（2026 年度） 

全体計画期間 ： 15 年間（平成 24 年度～平成 38 年度） 

今回計画期間 ： 8 年間（平成 31 年度～平成 38 年度） 
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第2章 七飯町の概況 

第1節 自然的特性 

1．位置 

七飯町の位置図を図 2-1-1 に示します。 

本町は北海道渡島半島の南部に位置し、

北海道の表玄関、函館市から北西約 16km の

距離にあり、面積 216.75km2 を有する町で

す。 

北方は宿野辺川を境として森町に、北東

は雨鱒川を境として鹿部町に、南東は横津

岳の山頂より蒜沢川を境として函館市に、

西側は平野部の北斗市にそれぞれ接してい

ます。 

 

 

 

 

                     図 2-1-1 位置図 

2．地形・地質 

本町は大沼トンネルを境に北部と南部に別れ、北部の大沼地区には、活火山である標

高 1,131m の秀峰駒ヶ岳と大沼・小沼・蓴菜沼を擁する大沼国定公園があり、雄大な自然

に恵まれています。公園入口は市街地が形成されており、それに接続する平坦地は水田、

山麓一帯には酪農・畑作地帯が広がっています。 

南部は、ほぼ中央を国道 5 号が縦断しており、国道沿線は市街地として開発が進んで

いますが、西側の平野部は水田、東側の丘陵地帯は畑作・果樹地帯として開発されてい

ます。 

 

3．水系 

本町の主要河川は、町境に北方に宿野辺川、北東に雨鱒川、南東には蒜沢川が流れ、

市街地の西側を久根別川が流れており、湖沼としては、本町北部の大沼国定公園に大沼、

小沼、蓴菜沼があります。 

なお、平成 24 年 7 月に大沼国定公園の第 1 種特別地域がラムサール条約登録湿地とな

っています。 
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4．気象 

本町に最も近い観測点である函館市の、過去 5 年間の気象状況を表 2-1-1 に、平成 29

年の月別気象状況を図 2-1-2 に示します。 

本町は北海道の南西部に位置し、降水量は少なく道内では最も温暖な気候に恵まれ、

四季の区別がはっきり感じられる良好な自然環境を有しております。 

平成 29 年の平均気温は 9.4℃、降水量は 1,291.0mm、平均風速は 3.5m/s、降雪合計は

247cm となっています。 

 

表 2-1-1 気象状況 

 

 

 

図 2-1-2 月別気象状況（平成 29 年）  

項目 降水量 平均風速 最大風速
年 平均 最高 最低 （mm） （m/s） 風向 合計 最大

9.5 32.6 -14.7 1,228.5 3.5 西 465 27
9.4 30.7 -13.6 1,323.0 3.5 東南東 333 18
9.4 31.8 -14.4 1,078.5 3.5 東北東 388 27

10.3 30.5 -9.0 1,143.0 3.6 北西 302 20
9.7 32.7 -11.0 1,244.0 3.6 東南東 308 27
9.4 32.4 -12.0 1,291.0 3.5 東 247 19

1月 -1.9 7.3 -11.7 70.0 3.7 西 72 19
2月 -1.0 9.7 -12.0 43.5 3.9 西 63 12
3月 2.0 10.5 -6.3 47.0 3.6 西 39 10
4月 8.2 18.5 -1.6 85.5 4.1 東南東 2 2
5月 13.4 24.7 4.9 72.5 3.6 西 - -
6月 15.8 27.2 7.8 181.5 2.9 東南東 - -
7月 22.5 32.4 15.5 139.5 2.6 南西 - -
8月 20.3 27.8 10.3 98.0 3.5 西北西 - -
9月 18.1 27.3 5.3 145.5 3.4 東 - -
10月 11.8 24.3 1.8 96.5 3.4 西 - -
11月 5.2 19.9 -5.0 180.0 3.7 西南西 55 26
12月 -1.4 8.9 -7.9 131.5 3.7 西北西 155 37

資料：気象庁ホームページ　函館地方気象台
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第2節 社会的特性 

1．人口 

(1)人口及び世帯数の推移 

本町の人口及び世帯数について、過去 10 年間の推移を表 2-2-1 及び図 2-2-1 に示しま

す。 

人口は減少傾向にあり、特に平成 21 年、24 年、27 年度に大きく減少し、平成 30 年 3

月末日現在の人口は 28,456 人となっています。世帯数は増加傾向で、平成 30 年 3 月末

日現在では 13,717 世帯となっています。世帯人口は減少しており、核家族世帯、一人暮

らし世帯が増えているものと考えられます。 

 

表 2-2-1 人口・世帯数の推移 

 

 

 

図 2-2-1 人口・世帯数の推移  

区分 世帯数 世帯人口

年度 男 女 合計 増減 （戸） （人/戸）
平成20年度 13,383 15,593 28,976 － 12,375 2.34
平成21年度 13,317 15,535 28,852 -124 12,515 2.31
平成22年度 13,307 15,506 28,813 -39 12,677 2.27
平成23年度 13,318 15,574 28,892 79 12,868 2.25
平成24年度 13,238 15,474 28,712 -180 13,004 2.21
平成25年度 13,210 15,497 28,707 -5 13,105 2.19
平成26年度 13,209 15,432 28,641 -66 13,291 2.15
平成27年度 13,148 15,321 28,469 -172 13,378 2.13
平成28年度 13,229 15,303 28,532 63 13,606 2.10
平成29年度 13,185 15,271 28,456 -76 13,717 2.07

　　資料：七飯町住民基本台帳(外国人人口含む）
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(2)人口構造 

平成 27 年国勢調査に基づく、本町の人口構造を図 2-2-2 に示します。 

本町の人口構造は、男女ともに 65～69 歳の年齢層が最も多く、60 歳未満では男女と

も 0～4 歳及び 20～24 歳の年齢層が少ない構造となっています。 

 

 

図 2-2-2 人口構造（平成 27 年国勢調査） 
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2．産業 

本町の産業別就業人口を表 2-2-2、図 2-2-3 に示します。 

就業人口は、人口の減少に伴って減少しています。産業別の構成比については、平成

17 年と平成 27 年を比べると、第 1 次産業と第 2 次産業の比率が減少しています。 

 

表 2-2-2 産業別就業人口 

 

 

 

図 2-2-3 産業別就業人口  

就業人口 構成比 就業人口 構成比 就業人口 構成比
（人） （%） （人） （%） （人） （%）

総数 12,842 100.0% 12,655 100.0% 12,436 100.0%

第1次産業 1,529 11.9% 1,235 9.8% 1,256 10.1%

農業    1,489 11.6%

林業 26 0.2%

漁業    14 0.1% 15 0.1% 7 0.1%

第2次産業 2,590 20.2% 2,499 19.7% 2,443 19.6%

鉱業    1 0.0% 3 0.0% 5 0.0%

建設業    1,243 9.7% 1,165 9.2% 1,165 9.4%

製造業    1,346 10.5% 1,331 10.5% 1,273 10.2%

第3次産業 8,554 66.6% 8,127 64.2% 8,354 67.2%

電気・ガス・熱供給･水道業 36 0.3% 28 0.2% 30 0.2%

情報通信業 113 0.9% 86 0.7% 69 0.6%

運輸業 822 6.4% 842 6.7% 799 6.4%

卸売業，小売業 2,293 17.9% 1,918 15.2% 1,882 15.1%

金融業，保険業 208 1.6% 179 1.4% 166 1.3%

不動産業 71 0.6% 123 1.0% 163 1.3%

学術研究，専門・技術 … … 176 1.4% 168 1.4%

飲食店，宿泊業    667 5.2% 707 5.6% 696 5.6%

生活関連，娯楽 … … 483 3.8% 479 3.9%

教育，学習支援業 705 5.5% 653 5.2% 662 5.3%

医療，福祉 1,429 11.1% 1,646 13.0% 1,908 15.3%

複合サービス事業 192 1.5% 121 1.0% 146 1.2%

サービス業*1 1,565 12.2% 740 5.8% 770 6.2%

公務*2 453 3.5% 425 3.4% 416 3.3%

分類不能 169 1.3% 794 6.3% 383 3.1%

(*1)他に分類されないもの (*2)他に分類されるものを除く 資料：国勢調査

平成17年 平成22年 平成27年
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3．交通 

本町は函館市を起点とする国道 5 号、また鉄道として函館本線が町内を縦断しており

ます。また、平成 28 年 3 月 26 日には北海道新幹線が開業し、七飯町中心部から車で 10

分ほどの位置に、終着点である新函館北斗駅が設置され、全国 5 箇所のうちの 1 箇所、

北海道新幹線では唯一の新幹線の総合車両基地が七飯町に建設されました。 

北海道新幹線を利用した場合、東京駅から七飯町中心部までは 4 時間ほどで結ばれ、

アクセス性が非常に向上しました。 

道内では、函館市から七飯町中心部まで車で 30 分、大沼公園までは 50 分程度の距離

にあり、札幌市までは約 4 時間 30 分で結ばれています。交通渋滞の解消と赤松並木の保

護のため、バイパスとして函館新道も開通しております。また、隣接する町へは国道 5 号

に接続している道道（大野大中山線、七飯大野線、上磯峠下線、大沼公園線、大沼公園

鹿部線、新函館北斗停車場七飯線）が整備されています。観光地大沼国定公園の玄関口

である大沼公園までは特急で函館駅から約 25 分、札幌駅から約 3 時間 10 分の所要時間

です。 

空路は、函館空港を利用することになりますが、函館・東京間の運行をはじめ、札幌、

大阪、名古屋など全国主要都市間で運行されています。 

函館・東京間の所要時間は 1 時間 20 分ほどであり、函館空港から大沼公園までのバス

直通便が運行されています。 

 

図 2-2-4 主要な交通網  
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4．土地利用状況 

(1)地目別土地利用 

本町の総面積のうち約 3 割を山林が占めています。次いで、畑（8.48%）、原野（6.77%）、

雑種地（6.37%）となっています。 

 

表 2-2-3 地目別面積 

 

 

(2)都市計画法に基づく区域区分・地域地区の指定状況 

町内の 3,230ha（＝32.30km2）が都市計画区域に指定されており、市街化区域は 567.0ha

となっています。そのうち 566.9ha が用途地域に指定されており、住居専用地域及び住

居地域が 9 割弱を占め、次いで工業地域が 1 割強となっています。 

 

表 2-2-4 都市計画区域面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5 用途地域の構成割合   

  

（平成28年1月1日現在）
総面積 田 畑 宅地 池沼

216.75 13.55 18.38 6.78 0.02

100.00% 6.25% 8.48% 3.13% 0.01%

山林 牧場 原野 雑種地*2 その他*3

66.46 7.25 14.68 13.81 75.83

30.66% 3.34% 6.77% 6.37% 34.99%

資料：第125回（平成30年）北海道統計書

地目

面積*1（km2）
構成比（%）

地目

面積*1（km2）
構成比（%）

(*1)1月1日現在で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている
    土地のうち、総評価地積と非課税地積を合計したもの。
(*2)野球場、テニスコート、ゴルフ場、競馬場、鉄軌道用地、遊園地等を指す。
(*3)墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、
    保安林、公衆用道路、公園、湖等を指す。

（H26年10月1日現在）
面積 構成比

（ha） （%）
都市計画区域 3,229.9 -

市街化区域：用途地域 566.9 100.0%
住宅地 485.6 85.7%

第1種低層住居
専用地域

242.0 42.7%

第2種低層住居
専用地域

6.0 1.1%

第1種中高層住居
専用地域

95.0 16.8%

第2種中高層住居
専用地域

6.6 1.2%

第1種住居地域 129.0 22.8%
第2種住居地域 7.0 1.2%

商業地 6.1 1.1%
近隣商業地域 6.1 1.1%

工業地 75.2 13.3%
準工業地域 8.2 1.4%
工業地域 30.0 5.3%
工業専用地域 37.0 6.5%

市街化調整区域 2,663.0 -
資料：七飯町ホームページ

区域区分・地域地区

第1種低層

住居

42.7%

第2種低層

住居

1.1%

第1種中高層

住居

16.8%

第2種中高層

住居

1.2%

第1種住居

22.8%

第2種住居

1.2%

近隣商業

1.1%

準工業地域

1.4%

工業地域

5.3%
工業専用地域

6.5%

用途地域

566.9ha
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第3節 将来計画 

平成 28 年度に、計画期間を 10 年間とする「第 5 次七飯町総合計画」（以下、「総合計

画」といいます。）が策定されました。総合計画における一般廃棄物（ごみ・生活排水）

処理に関する計画の概要を表 2-3-1 に示します。 

 

表 2-3-1 第 5 次七飯町総合計画 

 

  

さらに優しく、たくましく　笑顔あふれる未来をめざして

施策

施策の目標

現状と課題

主要な事業

達成度を測るための指標
将来目標値

（平成32年度）

1人当たりごみ排出量 968 g/日

施策

施策の目標

現状と課題

達成度を測るための指標
将来目標値

（平成32年度）

下水道設備機器修繕更新率

（機器修繕更新数／機器数）
30.7%

・ごみの出前講座開催 ・生ごみ堆肥化の普及推進

目指す指標

下

水

道

・

生

活

排

水

処

理

基

本

計

画

・下水道BCPの策定

・長寿命化計画の策定

・下水道処理機能の維持

・下水道全体計画の見直し

982 g/日

現状値

（平成26年度）

主要な事業

・資源ごみ分別回収の推進

・資源ごみ集団回収の推進

福祉の充実と支え合い

優れた自然・景観の活用

調和のとれた産業振興と交流

対話と協働による課題解決

○ふれあい・安心のまち～保健・医療・福祉分野

○快適なまち～環境保全分野

○安心・便利なまち～生活基盤分野

○ともに歩むまち～行財政分野

○活気とにぎわいのまち～産業振興分野

○育むまち～子育て・教育・文化分野

・ごみの破砕機を導入したリサイクル

・有収率などの向上

・災害時の体制強化

主要な施策

安全な水を安定して供給するため、老朽化した設備の更新や施設整備を行い、ゆとりある施設能力を

確保するとともに、災害にも強い水道施設づくりに努めます。

　公共下水道の普及率の向上を目指すとともに、経営の安定化に努めます。

・安全・安心な水質の確保

・事業の円滑な運営

　本町の下水道については、流域関連公共下水道、特定環境保全公共下水道、合併処理浄化槽などによ

り地域の特性に合わせた生活排水の処理を推進しています。

　流域関連公共下水道は、現在の未整備箇所については懸案事項などにより整備が困難な状況です。今

後は、社会経済情勢や地域の実情などを踏まえ、効率的な下水道の整備と維持管理を実施する必要があ

ります。

　特定環境保全公共下水道については、大沼下水浄化センターが平成元年に供用開始された施設である

ため、設備の老朽化が進んでおり、経済的かつ計画的な補修・更新の必要性があります。

・エコ・リサイクル製品の利用推進事業

快適なまち～環境保全分野　上下水道の整備

・水道施設の耐震化

・し尿処理施設の整備

・最終処分場の整備

　センターの整備

廃

棄

物

処

理 主要な施策

目指す指標

第5次七飯町総合計画

平成28年度～平成37年度（10年間）

　本町のごみについては、平成26年度までの過去5年間において、年平均で約１万トン発生しており、

不燃系のゴミや、不燃系と可燃系が混合されているごみは、現状では分別不可能であり、リサイクル不

能のため最終処分場で埋立処理されている状態です。そのため、時代に適合したリサイクルセンターへ

の更新が必要であり、安定した処分を行うことができる最終処分場の更新も必要です。また、老朽化が

進むし尿処理施設の改築についても検討が必要です。

計画の名称

計画期間

基

本

構

想

基本目標

基本理念

将来像

快適なまち～環境保全分野　循環型社会の構築

住民、事業者と行政との協働により、ごみの発生抑制や再利用による減量化、リサイクルなどの取組

を進めるとともに、ごみの収集、処理体制の充実をはじめ一般廃棄物の適正処理を推進し、自然環境と

調和した持続可能な循環型社会の形成に積極的に取り組みます。

・ごみ減量化の推進

・廃棄物処理施設等整備事業

・耐震化計画等策定事業

・水道施設整備事業

・下水道BCP策定事業

・下水道設備長寿命化事業

20.7%

現状値

（平成26年度）
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第3章 ごみ処理基本計画 

第1節 ごみ処理の現況把握 

1．ごみ処理体制 

本町のごみ処理体系を図 3-1-1 に示します。燃やせるごみ及び粗大系燃やせるごみは、

広域のごみ焼却施設であるクリーンおしまで焼却・灰溶融を行っています。 

燃やせないごみ及び大型粗大ごみは本町の最終処分場である七飯クリーンセンターで

埋立処分しています。 

衣類や小型家電以外の資源ごみは、本町のリサイクルセンターにおいて選別・圧縮・

保管した後に、資源物は資源化業者に引き渡し、選別残渣のうち、可燃性のものは広域

ごみ処理施設へ、不燃性のものは七飯クリーンセンターへ搬出して処理しています。ま

た、衣類や小型家電については、直接資源化業者に引き渡しています。 

 

 

図 3-1-1 ごみ処理体系（平成 30 年度）  

【広域ごみ処理施設】

【七飯クリーンセンター】

【リサイクルセンター】

燃 や せ る ご み

燃 や せ な い ご み

ペ ット ボ トル

紙 類

プ ラス チ ック

排 出 区 分 資源化･最終処分

選 別
・

圧 縮
・

保 管

埋 立 処 分

中 間 処 理

廃 品 回 収 業 者
・

指 定 法 人

資源物

選別残渣（不燃）

資

源

ご

み

び ん

集

団

回

収

び ん 類

缶 類

古 紙 類 資 源 化 業 者

資 源 化 業 者

資 源 化 業 者

資源物

【クリーンおしま】

ガ ス 化
・

灰 溶 融
金属類

有害ごみ

（乾電池等）

処 理 業 者

粗大系燃やせるごみ

大 型 粗 大 ご み

資 源 化 業 者

有 効 利 用
溶融スラグ

缶

選別残渣

（可燃）

衣 類

小 型 家 電

資 源 化 業 者

資 源 化 業 者
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2．ごみの分別 

(1)分別区分 

本町では、ごみの分別は、「燃やせるごみ」、「粗大系燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、

「資源ごみ」、「大型粗大ごみ」の大きく 5 種類に分け、さらに「燃やせないごみ」は「電

池類・ボンベ類」、「電池類・ボンベ類以外」に、資源ごみは「プラスチック類」、「缶類」、

「びん類」、「ペットボトル」、「紙類」、「衣類」、「小型家電」に細分別することとしてい

ます。以上より、本町のごみの分別区分は、現在 5 種 12 分別となっています。 

 

表 3-1-1 ごみの分別区分 

 

 

(2)分別排出方法 

現在のごみの分別排出方法を表 3-1-2 に示します。 

 

表 3-1-2 ごみの分別排出方法 

 

  

電池類・ボンベ類

上記以外

プラスチック類

缶類

びん類

ペットボトル

紙類

衣類

小型家電

電池類、ボンベ類

陶磁器類、ガラス類、電化製品類、金属類、その他

衣類、衣料品全般、古布

30cm×30cm以内の使用済み小型家電

木くず類（木箱、家具、建具類等）、革・ゴム類、
プラスチック類、繊維類

生ごみ、紙くず、木くず、革・ゴム類、プラスチック類、
繊維類、その他

ごみの種類

50cm×50cm×140cmより大きい大型ごみ

新聞、週刊誌、チラシ、段ボール、上質紙、紙袋、紙パック等

飲料用、酒類用、しょうゆ用、その他ペットボトル類

飲料用、酒類用、栄養ドリンク、化粧品等の全てのびん類

飲み物用アルミ缶・スチール缶、お菓子や海苔等の缶類

ポリ袋、発泡スチロール、プラスチック容器、ラップ類、
カップ類、ボトル類等

分別区分

燃やせるごみ

粗大系燃やせるごみ

燃やせ
ないごみ

大型粗大ごみ

資源ごみ

排出方法 料金 収集頻度 収集方法

指定ごみ袋（青） 週2回

指定ごみ袋（紫）

電池類・ボンベ類
別袋または

使用済み回収箱（電池類）

上記以外 指定ごみ袋（赤）

プラスチック類 指定ごみ袋（乳白）

缶類 指定ごみ袋（緑）

びん類 指定ごみ袋（黄）

ペットボトル 指定ごみ袋（オレンジ）

紙類 種類ごとにひもで縛る

衣類

小型家電

電話申込 有料 月1回 戸別収集

月2回

ステーション
収集

無料

大型粗大ごみ

分別区分

燃やせるごみ

粗大系燃やせるごみ

燃やせ
ないごみ

資源ごみ

拠点回収常時回収箱
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ごみの収集は、ステーション収集を基本として、燃やせないごみの電池類、衣類、小

型家電は回収箱等、資源ごみの紙類はひもで結束、大型粗大ごみは電話申込、それ以外

は色で区別された指定袋での排出となっています。 

 

(3)ごみ処理手数料 

現在の一般ごみ及び粗大ごみの収集に係る処理手数料を表 3-1-3 に示します。 

 

表 3-1-3 ごみ処理手数料 

 

 

(4)町で収集しないごみ、受け入れできないごみ 

表 3-1-4 に示すごみは、本町では収集や処理を行わず、別の方法で収集や処理を行う

ことになっています。 

 

表 3-1-4 町で収集しないごみ、受け入れできないごみ 

 

  

種　　類 料　金

収集ごみ 大型粗大ごみ 大型粗大ごみ処理手数料 500円、1,000円、1,500円*1

資源ごみ － 43円/10kg

資源ごみ以外 － 86円/10kg

(*1)家電リサイクル券を必要とする家電リサイクル法対象品のみ収集手数料として徴収

区　　分

直接搬入

内　　容 処理方法等

家庭から一時的に
多量に出るごみ

引越しや庭木の剪定に伴う
ごみなど

・処理場に直接持ち込む
・許可業者に収集を依頼する

請負工事などで
出るごみ

業者に工事を依頼して出た
ごみ

・工事請負業者に処理を依頼する

事業系一般廃棄物
事業活動に伴い出される
一般廃棄物

・処理場に直接持ち込む
・許可業者に収集を依頼する

大きくて重いごみ
2人で運ぶことのできない
大きくて重いごみ

・処理場に直接持ち込む
・許可業者に収集を依頼する

家電リサイクル法
の対象品

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機、
エアコン

・販売店、小売店に引き取って
　もらう
・郵便局でリサイクル料を支払い、
　町に引取りを依頼する

パソコン パソコン、ディスプレイ等 ・メーカーに回収を依頼する

処理困難物

ホームタンク、ガスボンベ、
塗料、農薬、廃油缶、
バイク等の危険ごみ、
タイヤ、バッテリー、
ピアノ、オルガン等

・販売店に引き取ってもらう

受
け
入
れ
で
き
な
い
ご
み

収
集
し
な
い
ご
み

種　　類
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3．収集運搬 

家庭系ごみの収集運搬は、収集委託によって収集作業を行っており、事業系ごみの収

集運搬は、許可業者が行っています。 

 

表 3-1-5 収集運搬車両状況 

 

 

4．ごみ排出状況 

(1)ごみ総排出量の推移 

平成 25～29 年度の過去 5 年間のごみ総排出量の推移を表 3-1-6、図 3-1-2 に示しま

す。 

ごみ総排出量は、平成 25 年度の 10,466.80t から平成 29 年度の 9,877.88t まで、一貫

して減少傾向にあります。また、内訳として家庭系ごみは減少傾向にあり、事業系ごみ

は平成 28 年度までは増加していたものの、平成 29 年度には減少に転じています。 

1 人 1 日当たりのごみ排出量は、図 3-1-3 に示すように、全国及び北海道平均が減少

傾向にある中、本町でも同様の減少傾向にあり、平成 29 年度には 951g となっています。 

本町の 1 人 1 日当たりのごみ排出量を全国平均、北海道平均と比較すると、北海道平

均よりもやや少ないものの、全国平均は大幅に上回ったまま推移している状況です。 

 

表 3-1-6 ごみ総排出量の推移 

 

 

  

収集品目 種　類

燃やせるごみ、燃やせないごみ、
資源ごみ（プラスチック類）

パッカー車

粗大系燃やせるごみ、
資源ごみ（プラスチック類以外）、大型粗大ごみ

平ボディ車

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（人） 28,707 28,641 28,469 28,532 28,456

(t) 7,870.17 7,668.23 7,529.39 7,394.16 7,376.58

収集ごみ (t) 6,647.56 6,525.51 6,368.47 6,304.30 6,306.95

直接搬入ごみ (t) 61.34 54.53 76.11 61.89 75.53

集団回収 (t) 1,161.27 1,088.19 1,084.81 1,027.97 994.10

(t) 2,596.63 2,600.69 2,602.19 2,688.13 2,501.30

(t) 10,466.80 10,268.92 10,131.58 10,082.29 9,877.88

(g/人/日) 999 982 975 968 951

(g/人/日) 958 947 939 925 －

(g/人/日) 1,013 990 984 970 －

ごみ総排出量

区分

行政区域内人口

家庭系ごみ

事業系ごみ

1人1日当たりごみ排出量*1

全国平均

北海道平均

資料：全国平均及び北海道平均は「日本の廃棄物処理（環境省）」より

(*1)ごみ総排出量 ÷ 行政区域内人口（＝計画収集人口） ÷ 365日
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図 3-1-2 ごみ総排出量の推移 

 

 

図 3-1-3 1 人 1 日当たりのごみ排出量の比較 

 

(2)ごみ総排出量の内訳 

ごみの排出形態及び分別区分ごとのごみ排出量の内訳を表 3-1-7 に、家庭系ごみの内

訳を図 3-1-4 に、事業系ごみの内訳を図 3-1-5 に示します。 

本町におけるごみの排出割合は、家庭系ごみが約 75%、事業系ごみが約 25%となってい

ます。 

家庭系ごみの量の推移は、全ての項目において概ね減少傾向にあります。平成 29 年度

時点で見ると、家庭系ごみの約 70%が可燃ごみとして排出されています。集団回収と資源

ごみの合計は、家庭系ごみの約 23%となっていますが、回収量は微減傾向を示していま

す。 
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一方、事業系ごみ量は、平成 28 年度までは増加傾向にありましたが、平成 29 年度に

は減少に転じています。平成 29 年度時点では、事業系ごみの約 89%を可燃ごみが占めて

います。資源ごみは 4%程度ですが、家庭系ごみと異なり増加傾向にあります。 

 

表 3-1-7 ごみ排出量の内訳 

 

 

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

行政区域内人口 （人） 28,707 28,641 28,469 28,532 28,456

(t) 7,870.17 7,668.23 7,529.39 7,394.16 7,376.58

(t) 6,647.56 6,525.51 6,368.47 6,304.30 6,306.95

(t) 5,285.12 5,216.01 5,123.41 5,062.63 5,121.35

(t) 585.34 557.33 522.02 514.97 480.03

(t) 777.10 752.17 723.04 726.70 705.57

(t) 61.34 54.53 76.11 61.89 75.53

(t) 24.69 20.83 30.52 26.72 37.35

(t) 21.99 21.34 31.70 23.36 24.63

(t) 14.66 12.36 13.89 11.81 13.55

(t) 1,161.27 1,088.19 1,084.81 1,027.97 994.10

紙類 (t) 1,122.83 1,053.62 1,050.22 995.48 959.84

箱類 (t) 0.70 0.89 0.75 0.68 0.70

びん類 (t) 8.75 8.28 8.01 6.77 6.58

缶類 (t) 28.99 25.40 25.83 25.04 26.98

(t) 5,309.81 5,236.84 5,153.93 5,089.35 5,158.70

(t) 607.33 578.67 553.72 538.33 504.66

(t) 791.76 764.53 736.93 738.51 719.12

(t) 1,161.27 1,088.19 1,084.81 1,027.97 994.10

(t) 2,596.63 2,600.69 2,602.19 2,688.13 2,501.30

(t) 2,596.63 2,600.69 2,602.19 2,688.13 2,501.30

(t) 2,167.86 2,210.00 2,282.70 2,251.84 2,231.06

(t) 346.47 314.89 243.44 349.12 176.97

(t) 82.30 75.80 76.05 87.17 93.27

(t) 10,466.80 10,268.92 10,131.58 10,082.29 9,877.88

1人1日当たりごみ排出量 (g/人/日) 999 982 975 968 951

家庭系ごみ (g/人/日) 751 734 725 710 710

事業系ごみ (g/人/日) 248 249 250 258 241

(*1)粗大系燃やせるごみを含む

(*2)大型粗大ごみを含む

ごみ排出量　計

資源ごみ

不燃ごみ
可燃ごみ*1

許可・直接搬入

区分

資源ごみ
不燃ごみ*2

可燃ごみ*1

集団回収

資源ごみ

不燃ごみ
可燃ごみ*1

直接搬入

事業系ごみ

収集

家庭系ごみ

集団回収

資源ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ
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図 3-1-4 家庭系ごみの内訳 

 

 

図 3-1-5 事業系ごみの内訳 
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(3)ごみ質 

本町の可燃ごみを焼却処理しているクリーンおしまのごみピットでのごみ質分析結果

を表 3-1-8 に示します。 

低位発熱量は基準ごみの数値を大きく上回っており、平成 29 年度には 9,650kJ/kg と

なっています。これは、生ごみの水切りの推進等の施策の浸透に伴う、三成分の水分割

合の減少が要因となっているものと考えられます。 

 

表 3-1-8 可燃ごみのごみ質分析結果（クリーンおしま） 

 

  

単位 (平成21年度)平成27年度 平成28年度 平成29年度 基準ごみ

kg/m3 185 188 168 188 250

kJ/kg 8,650 9,275 11,550 9,650 7,500

水分 ％ 48.0 46.9 42.5 44.2 49

灰分 ％ 5.1 5.1 5.7 5.7 11

可燃分 ％ 47.0 48.1 51.9 50.1 40

木・竹類 ％ 11.9 9.4 7.5 7.9 7

合成樹脂 ％ 19.5 22.6 32.4 23.4 20

厨芥類 ％ 12.4 13.8 9.9 11.8 17

紙・布類 ％ 50.7 50.5 46.7 50.2 34

不燃物 ％ 1.9 1.8 1.4 2.0 16

その他 ％ 3.7 2.0 2.3 4.8 6

炭素 ％ 24.2 26.7 30.6 27.7 21.61

水素 ％ 3.2 3.5 4.2 3.7 3.26

窒素 ％ 0.5 0.5 0.4 0.4 0.49

酸素 ％ 14.1 16.9 16.0 17.4 14.12

硫黄 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03

塩素 ％ 0.3 0.5 0.7 0.8 0.49

その他 ％ 4.5 － － － －

項　目

三成分

可燃物
（乾燥ﾍﾞｰｽ）

(*)平成21年度の値は参考値である。
(*)クリーンおしまのごみピットよりサンプリングした調査結果を示す。
(*)分析値は各年度４回実施した測定値の平均値を示す。

低位発熱量

単位体積重量

元素組成
（重量ﾍﾞｰｽ）
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5．ごみの排出抑制・再資源化の状況 

(1)集団回収 

本町では集団回収を奨励しており、集団回収団体として登録し、資源ごみ集団回収実

績(精算)報告のある団体（町内会等）に対して、1kg ごと 3 円の報償金を支払っていま

す。 

集団回収の実績を表 3-1-9 に示します。 

 

表 3-1-9 集団回収実績 

 

 

(2)生ごみ堆肥化容器 

本町では生ごみ堆肥化容器（コンポスト及びＥＭ専用容器）の購入に対して、費用の

助成を行っています。なお、助成額は購入費用の約半額（上限 3,000 円まで）となって

います。生ごみ堆肥化容器の購入状況を表 3-1-10 に示します。 

なお、これらの購入補助は、生ごみ堆肥化容器は平成 4 年度から、ＥＭ専用容器は平

成 12 年度から開始しています。 

 

表 3-1-10 生ごみ堆肥化容器購入状況 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(t) 1,161.28 1,088.20 1,084.82 1,027.99 994.11

(t) 1,122.84 1,053.63 1,050.23 995.50 959.85

(t) 739.04 694.11 681.16 649.68 623.74

(t) 110.90 101.59 102.65 95.75 83.09

(t) 267.84 253.50 263.07 246.26 248.75

(t) 5.06 4.43 3.35 3.81 4.27

(t) 0.70 0.89 0.75 0.68 0.70

(個) 139 178 149 136 140

ビール (個) 139 176 149 136 133

飲料水 (個) 0 2 0 0 7

(t) 28.99 25.40 25.83 25.04 26.98

(t) 9.16 8.25 7.68 7.21 8.21

(t) 19.81 17.15 18.15 17.83 18.74

(t) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03

(t) 8.75 8.28 8.01 6.77 6.58

(本) 11,804 11,162 10,827 9,156 8,884

一升びん (本) 6,398 6,383 6,351 5,343 4,843

ビールびん (本) 4,958 4,492 4,340 3,461 3,562

その他びん (本) 448 287 136 352 479

箱類（5kg/個換算）

箱類

区分

集団回収量

紙類

新聞

雑誌

段ボール

紙パック

びん類

びん類

缶類

スチール缶

鉄くず・銅

アルミ缶

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

(個) 12 26 14 11 6 27 22

(*1)生ごみ堆肥化容器（コンポスト）とＥＭ専用容器の合計を示す。

区    分

堆肥化容器

購入数*1
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6．中間処理状況 

(1)ごみ焼却施設 

施設概要 

本町から発生する可燃ごみは、本町ならびに北斗市、松前町、福島町、知内町、木古

内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町の 1 市 9 町で構成する広域連合のごみ焼却施設、

クリーンおしまに搬入され、焼却・溶融処理されており、溶融スラグについては、道路

用骨材に利用されています。 

クリーンおしまの概要を表 3-1-11 に、処理フローを図 3-1-6 に示します。 

 

表 3-1-11 ごみ焼却施設の概要 

 

 

 

資料：渡島廃棄物処理広域連合ホームページ 

図 3-1-6 ごみ焼却施設処理フロー 

 

  

項　　目

施 設 名 称 クリーンおしま

事 業 主 体
渡島廃棄物処理広域連合
　構成市町：北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、
　　　　　　鹿部町、森町、八雲町、長万部町

所 在 地 北海道北斗市館野105番地

稼 働 年 月 平成15年4月

処 理 能 力 126t/日　（63t/24h×2炉）

処 理 方 式 全連続燃焼式　（ごみ熱分解ガス化溶融炉　キルン式）

施　設　概　要
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(2)リサイクル施設 

施設概要 

収集された資源ごみはリサイクルセンターに搬入され、選別、圧縮、保管されたのち

に、缶、紙類及びリターナブルびんは町内の廃品回収業者へ売却し、ワンウェイびん、

ペットボトル及びプラスチック類は指定法人に引き渡しています。 

本町のリサイクルセンターの概要を表 3-1-12 に示します。 

 

表 3-1-12 リサイクルセンターの概要 

 

 

処理量 

七飯町リサイクルセンターにおける資源ごみの搬入状況を表 3-1-13、図 3-1-7 に示し

ます。資源ごみの搬入量は、家庭系は減少している一方、事業系はやや増加している状

況になっています。 

  

項　　目

施 設 名 称 七飯町リサイクルセンター

事 業 主 体 七飯町

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字峠下523

延 べ 床 面 積

資源ストックヤード面積：329.7m2　（3棟計）

（缶・びん：90.7m2（缶：45.36m2、びん：45.36m2）、

　ペットボトル：120m2、その他プラスチック：182m2）

稼 働 年 月
缶・びん：平成8年9月
ペットボトル：平成9年11月
その他プラスチック：平成12年6月,平成13年度増築

処 理 能 力
缶：プレス設備 400kg/h、ペットボトル：減容機 100kg/h、
その他プラスチック：減容機 200kg/h

処 理 対 象 物 缶・びん・ペットボトル、紙類、プラスチック類

施　設　概　要
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表 3-1-13 リサイクルセンター搬入状況 

 

 

 

図 3-1-7 資源物搬出量の推移 

 

(3)委託処理の状況 

本町では収集した有害ごみ（乾電池等）は、民間の処理事業者に処理を委託していま

す。排出量は概ね年間乾電池 4ｔ程度となっています。 

  

(単位：ｔ)

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

871.90 837.36 808.51 820.12 806.72

789.60 761.56 732.46 732.95 713.45

ペットボトル 96.58 96.60 92.68 98.08 98.75

紙類 204.90 190.14 179.42 176.22 159.47

プラスチック類*1 201.16 196.34 191.12 193.81 191.86

缶類 78.91 75.17 66.71 66.92 70.30

びん類 195.75 194.24 192.41 188.50 182.79

不燃物*2 12.30 9.07 10.12 9.42 10.28

82.30 75.80 76.05 87.17 93.27

ペットボトル 13.22 12.47 13.95 18.65 20.10

紙類 8.36 10.35 12.03 10.12 15.02

プラスチック類*1 7.49 6.56 5.63 4.61 4.68

缶類 15.54 11.22 12.68 12.15 14.46

びん類 26.45 26.24 21.38 29.17 26.83

不燃物*2 11.24 8.96 10.38 12.47 12.18

(*1)白色トレイを含む。

(*2)資源化可能なものとしてリサイクルセンターへ搬入された大型粗大ごみを示す。

事業系資源ごみ

家庭系資源ごみ

資源ごみ搬入量

区　　分
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(4)リサイクル率の状況 

本町のリサイクル率の状況と全国平均及び北海道平均との比較を表 3-1-14 及び図 3-

1-8 に示します。 

本町のリサイクル率は、全国平均をやや上回り、北海道平均よりは低い水準で推移し

ています。 

 

表 3-1-14 リサイクル率の状況 

 

 

 

図 3-1-8 リサイクル率の状況 

 

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(t) 2,267.29 2,121.01 2,146.57 2,052.94 2,001.94

資源物搬出量*1 (t) 787.44 755.77 737.89 720.57 683.23

直接資源化量 (t) 7.51 5.99 7.07 10.02 9.07

集団回収量 (t) 1,161.27 1,088.19 1,084.81 1,027.97 994.10

溶融スラグ*2 (t) 311.07 271.06 316.80 294.38 315.54

(t) 10,466.80 10,268.92 10,131.58 10,082.29 9,877.88

(%) 21.7% 20.7% 21.2% 20.4% 20.3%

(%) 20.6% 20.6% 20.4% 20.3% －

(%) 24.0% 24.6% 24.3% 24.3% －

(*1)リサイクルセンターから搬出される資源物搬出量。

(*2)溶融スラグ発生量＝クリーンおしまのスラグ排出率×本町分焼却処理量

(*3)リサイクル率＝総資源化量÷ごみ総排出量

資料：全国平均及び北海道平均は「日本の廃棄物処理（環境省）」より

全国平均

区分

総資源化量
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7．最終処分状況 

(1)施設概要 

本町の最終処分場である七飯クリーンセンターは、平成 6 年度に埋立面積 6,800m3、埋

立容量 44,850m3、埋立期間を平成 6 年度からの 10.5 ヶ年間として建設され、本町の不燃

ごみ等の埋め立てを行ってきました。 

その後、残余容量が少なくなってきたことから、平成 14、15 年度に増設工事を行い、

平成 16 年度から供用を開始して現在に至っています。 

しかし、その増設工事からも 14 年が経過したため、現在、増設分の残余容量調査や延

命化の検討を進めているところです。 

七飯クリーンセンター（増設分）の概要を表 3-1-15 に示します。 

 

表 3-1-15 最終処分場（増設分）の概要 

 

 

(2)最終処分量 

七飯クリーンセンターの最終処分状況（搬入量・埋立量）を表 3-1-16、図 3-1-9 に示

します。 

埋立処分の対象は、収集または直接搬入される家庭系及び事業系の不燃ごみ（七飯リ

サイクルセンターから排出される選別残渣と浸出水処理施設から排出される脱水ケーキ

を含む）となっています。 

埋立処分量の推移としては、平成 28 年度に事業系不燃ごみの搬入量が増加したことに

より増加しましたが、その後は埋立処分量も減少傾向となっており、平成 29 年度で

678.23t となっています。 

 

  

項　　目

施 設 名 称 七飯クリーンセンター

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字仁山624-2

埋 立 期 間 平成16年度～平成30年度

埋 立 面 積 7,400m2

埋 立 容 量 35,000m3

埋 立 地 の 種 類 準好気性埋立

浸出水処理施設
処理能力：55 m3/日
処理方式：流入調整＋生物脱窒処理

調 整 池 容 量 1,700m3（新設浸出水：1,000m3、既設浸出水：700m3）

埋立対象廃棄物 不燃物、焼却残渣

施　設　概　要
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表 3-1-16 最終処分状況 

 

 

 

図 3-1-9 最終処分量の推移 

 

(3)最終処分率の状況 

本町の最終処分率と全国平均及び北海道平均との比較を表 3-1-17 及び図 3-1-10 に示

します。 

本町の最終処分率は概ね減少傾向にあり、全国平均をやや下回る値となっています。

なお、北海道平均の最終処分率が 18%前後と高い理由は、可燃系のごみを焼却せずに埋立

処分している市町村が、全国と比較して多いことが原因と考えられます。 

本町の可燃ごみはクリーンおしまで処理を行っており、焼却残渣も溶融して有効利用

を図っているため、最終処分率は低い値となっています。 

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(t) 948.45 890.54 794.56 882.99 678.23

家庭系不燃ごみ (t) 601.98 575.65 551.12 533.87 501.26

事業系不燃ごみ (t) 346.47 314.89 243.44 349.12 176.97

(t) 948.45 890.54 794.56 882.99 678.23

( ) 1,342.20 1,266.90 1,146.42 1,259.27 1,002.00

( ) 20,081.44 18,814.54 17,668.12 16,408.85 15,406.85

(*1)リサイクルセンターの不燃残渣、及び脱水ケーキを含む。

残余容量（年度末時点）

埋立廃棄物量

埋立容量（覆土含む）

搬入量*1

0

200

400

600

800

1,000

H25 H26 H27 H28 H29

(t)

(年度)

家庭系不燃ごみ

事業系不燃ごみ
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表 3-1-17 最終処分率の状況 

 

 

 

図 3-1-10 最終処分率の比較 

 

8．ごみ処理事業費 

本町における過去 3 年間のごみ処理費用を表 3-1-18 に示します。 

ごみ 1t 当たりのごみ処理費用は年々増加傾向にあります。 

 

表 3-1-18 ごみ処理費用 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(t) 948.45 890.54 794.56 882.99 678.23

(t) 10,466.80 10,268.92 10,131.58 10,082.29 9,877.88

(%) 9.1% 8.7% 7.8% 8.8% 6.9%

(%) 10.1% 9.7% 9.5% 9.2% －

(%) 20.3% 18.2% 18.0% 18.3% －

(*1)最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量

資料：全国平均及び北海道平均は「日本の廃棄物処理（環境省）」より

北海道平均

全国平均

区分

最終処分量

ごみ総排出量

最終処分率*1

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

H25 H26 H27 H28 H29 （年度）

七飯町

全国平均

北海道平均

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(千円) 82,404 80,624 82,123 82,750 82,750

(千円) 299,405 300,696 301,882 309,692 317,772

(千円)

(千円)

(千円) 436,529 437,604 447,963 455,429 463,509

(円/ｔ) 41,706 42,614 44,215 45,171 46,924

(円/人) 15,206 15,279 15,735 15,962 16,289

(*1)太枠内は、3年間の長期契約を表す。

(*2)リサイクルセンター（資源化部門）とクリーンセンター（不燃物部門）は

    2施設の管理委託となっている。

区　　分

54,720 56,283 63,958 62,987 62,987

収集運搬部門*1

中間処理部門

不燃物部門*1*2

資源化部門*2

合計

ごみ1ｔ当たりの
ごみ処理費用

1人当たりの
ごみ処理費用
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第2節 ごみ処理の課題の抽出 

1．排出及び収集運搬の課題 

ごみの排出及び収集運搬の課題としては、以下の項目が挙げられます。 

① 不法投棄・分別不適切排出対策 

ごみの投げ捨てや不法投棄、分別が不適切なごみのステーションへの排出は、本町に

おいても少なからず見受けられます。 

これらの問題は清掃行政だけでは解決することは困難であり、住民及び事業者も含め

た町全ての問題として受け止めなければなりません。 

問題を解決するためには、基本的に不法投棄行為者、分別不適切排出者に直接訴える

のが最も有効ですが、後手に回りがちなこの問題に対して、現在実施している不法投棄

巡回パトロールの継続も含め、有効な対策を検討する必要があります。 

 

2．資源化・減量化の課題 

ごみの収集運搬の課題としては、以下の項目が挙げられます。 

① ごみ排出量の減量化 

国では、基本的な方針においては平成 24 年度に対して平成 32 年度にごみ排出量を約

12%削減する目標を、また第四次循環型社会形成推進基本計画においては平成 37 年度に

1 日 1 人あたりのごみ排出量を約 850g/人/日まで削減する目標を掲げています。これに

対し、本町のごみ排出量は、先述した表 3-1-7 に示すとおり、平成 25 年度から平成 29

年度の 4 年間で約 5.6%削減されているものの、国のそれぞれの目標に対しては、現状で

の達成は困難であると考えられます。 

また北海道の、平成 31 年度に 1 人 1 日当たりの家庭ごみ排出量を 590g/人/日以下に

する目標ついても、未達成となる可能性が高い状況にあることから、ごみ排出量の減量

化対策について検討していく必要があります。 

② リサイクル率の維持 

リサイクル率の向上はごみ総排出量の減量化と同じく、廃棄物処理行政にとって重要

な命題であることから、国では、表 3-2-1 に示すようにリサイクル率の目標を、基本的

な方針では平成 32 年度で約 27%以上、北海道では平成 31 年度で約 30%以上としていま

す。一方、本町のリサイクル率は、表 3-1-14 に示すように 20%程度で横ばい傾向にあり、

現状での目標値の達成は困難であると考えられます。 

そのため、排出された資源ごみに対して適切な処理を行い、リサイクル率の維持・向

上を目指していく必要があります。  



-29- 

表 3-2-1 国・北海道の減量化等の目標（一般廃棄物） 

 

③ 排出者の意識向上・啓発活動 

ごみの減量化・資源化の向上は、最終的には排出者である住民ひとり一人の意識によ

るところが大きくなっています。 

啓発活動方法としては、「ポスターの掲示」、「冊子・チラシの作成や配布」等の紙メデ

ィアなどが挙げられますが、これだけでは高い啓発効果は得られない可能性があります。

そのため、紙メディアだけではなく、ホームページ等のネットワークメディアを用いた

行動、あるいはそれと関連した複数の活動を展開するなど、より効果の高い啓発活動を

進めて行く必要があります。 

 

3．中間処理の課題 

中間処理の課題としては、以下の項目が挙げられます。 

① リサイクルセンターの更新 

リサイクルセンターは缶類のプレス設備及び缶・びん類のストックヤードを平成 8 年

度に整備してから 22 年が経過し、設備の老朽化が見られています。ペットボトル及びそ

の他プラスチックの減容機についても、それぞれ 21 年ないし 18 年が経過しており、一

般的な機器設備の耐用年数である 7 年を大幅に過ぎています。 

また、これらの設備を収納している建屋についても、個別に建設した仮設プレハブと

なっているため、設備が窮屈な配置となってしまい、作業動線的にみても効率が悪く、

作業環境的にも改善が必要となっています。  

北海道

基本的な方針*1

（平成28年1月）
循環型社会基本計画*2

（平成30年6月）
北海道基本計画*3

（平成27年3月）

目標年 平成32年度 平成37年度 平成31年度

ごみ総排出量の

削減*4
平成24年度比
約12%削減

－
平成24年度比
約11%削減

1人1日あたりの

ごみ排出量の削減*4 － 約850g/人/日以下 約940g/人/日以下

1人1日あたりの家庭系

ごみ排出量の削減*5 約500g/人/日以下 約440g/人/日以下 約590g/人/日以下

リサイクル率 約27%以上 － 約30%以上

最終処分量の
削減

平成24年度比
約14%削減

平成12年度比
約70%削減

平成24年度比
約28%削減

(*5)資源ごみ、集団回収量を除く。ただし、北海道は資源ごみ、集団回収量を含む。

(*3)「北海道廃棄物処理計画［第4次］」

(*4)資源ごみ、集団回収量を含む。

国

区分

(*1)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

    　ための基本的な方針」

(*2)「第四次循環型社会形成推進基本計画」
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② 不燃ごみ・大型粗大ごみ処理施設の整備 

現在、不燃ごみ及び大型粗大ごみは、七飯クリーンセンターに搬入された後に直接埋

立処分されています。特に大型粗大ごみはかさが大きいため、破砕せずに埋め立てると、

最終処分場七飯クリーンセンターの残余容量を圧迫していくことが懸念されます。 

また、大型粗大ごみには金属等の資源も含まれているため、これらの資源の回収につ

いても検討していく必要があります。 

 

4．最終処分の課題 

最終処分の課題としては、以下の項目が挙げられます。 

① 最終処分量の削減 

最終処分量については、表 3-1-16 に示すように、平成 25 年度 948.45t に対して、平

成 29 年度は 678.23t となっており、最終処分量は平成 25 年度比で約 28.5%削減されて

います。 

国の基本的な方針における目標は平成 32 年度において平成 24 年度比で約 14%削減、

また北海道の目標は平成 31 年度において平成 24 年度比で約 28%削減とされており、本

町においては目標を達成しているものの、今後も循環型社会の形成に資するために、最

終処分量の削減に向けた取組を継続していく必要があります。 

② 最終処分場の延命化 

七飯クリーンセンターは、平成 16 年度に増設、供用開始してから 14 年が経過してお

り、今後も残余容量が逼迫する状況にあると考えられます。今後も適正処理を進めてい

く上で、今年度実施した、七飯クリーンセンターの残余容量調査及び延命化のための調

査結果を基に、七飯クリーンセンターの延命化について検討する必要があります。 

 

5．その他の課題 

その他の課題としては、以下の項目が挙げられます。 

① 災害時のごみ処理体制の検討 

東日本大震災の発生により、災害発生時のごみの収集や処理体制の確保、がれきや倒

壊した家屋の木材等の災害廃棄物の集積場所及び処理・処分先の確保の重要性が再認識

されています。 

本町においても、大規模災害時のごみ処理体制に関して、収集、運搬、一時保管及び

処理方法等について、関係機関と調整を図りながら検討していく必要があります。 
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第3節 ごみ排出量の将来予測 

1．予測方法 

ごみ排出量の予測は、過去の実績値に基づく統計的予測（回帰予測）を用いて推計を

行うことを基本とします。ごみ排出量の予測は、家庭系ごみ及び事業系ごみに分けて推

計を行います。 

なお、本町の人口は、総合計画にて用いられている、国立社会保障・人口問題研究所

が平成 25 年 3 月に推計した予測人口や、当推計を基に、本町が「七飯町まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン」（七飯町、平成 28 年 2 月）において独自に推計した予測人口よ

りも、緩やかな減少傾向を示しています。そのため、本町の人口の推計については、実

績を基に回帰予測にて推計を行い、実績人口の推移との乖離が最も少ないと考えられる、

ルート式による推計値を採用します。 

本節ではこれまでの施策を継続（現状維持）した場合におけるごみの将来排出量を推

計します。また次節では、本計画で掲げる施策実施後の排出量を推計し、発生抑制・排

出抑制、資源化等の数値目標を設定します。 

図 3-3-1 にごみ排出量の予測フローを示します。 

 

 

図 3-3-1 ごみ排出量の予測フロー  

【可燃系ごみ】 【可燃系ごみ】

 ・燃やせるごみ  ・燃やせるごみ

 ・粗大系燃やせるごみ  ・粗大系燃やせるごみ

【不燃系ごみ】 【不燃系ごみ】

 ・燃やせないごみ  ・燃やせないごみ

 ・大型粗大ごみ  ・大型粗大ごみ

【資源系ごみ】 【資源系ごみ】

 ・資源ごみ  ・資源ごみ

 ・衣類  ・衣類

 ・小型家電  ・小型家電

【可燃系ごみ】 【可燃系ごみ】

 ・燃やせるごみ  ・燃やせるごみ

 ・粗大系燃やせるごみ  ・粗大系燃やせるごみ

【不燃系ごみ】 【不燃系ごみ】

 ・燃やせないごみ  ・燃やせないごみ

【資源系ごみ】 【資源系ごみ】
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2．予測結果 

(1)推計人口 

本町の人口推計結果を図 3-3-2 に示します。本町の推計人口は、年々穏やかに減少す

る傾向を示しています。 

 

 

図 3-3-2 人口推計結果 

 

(2)将来ごみ排出量 

本町のこれまでの施策を継続（現状維持）した場合における将来ごみ排出量の予測結

果を表 3-3-1、図 3-3-3 及び図 3-3-4 に、国及び北海道の数値目標に対する達成状況を

表 3-3-2 に示します。 

本町では、人口及び 1 人日当たりのごみ排出量が逓減しており、これに比例する形で

ごみ総排出量と最終処分量が減少しています。そのため、国や北海道が定めた最終処分

量の各種削減目標値や、北海道が定めた1人1日あたりのごみ排出量目標値については、

達成が見込める状況にあります。 

一方、それ以外の目標値については、達成が困難な状況にあります。これは、リサイ

クルセンターが老朽化していることから、現状以上の資源化が期待できないことや、施

策により削減可能なごみがほとんどないことが原因と考えられます。 
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表 3-3-1 将来ごみ排出量（現状維持） 

 

 

 

図 3-3-3 将来ごみ排出量（排出形態別）（現状維持） 

  

年 度 平成29年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 平成38年度

項 目 (実績値) （道目標年
*1
） （基本目標年*2） （循環目標年*3） （計画目標年）

人口 (人) 28,456 28,413 28,379 28,227 28,199

1人1日当たりごみ排出量 (g/人/日) 951 933 927 901 897

家庭系ごみ (g/人/日) 710 692 686 659 654

事業系ごみ (g/人/日) 241 241 241 243 243

ごみ総排出量 (t/年) 9,878 9,678 9,603 9,286 9,230

家庭系ごみ (t/年) 7,377 7,177 7,103 6,785 6,730

事業系ごみ (t/年) 2,501 2,500 2,500 2,500 2,500

種類別ごみ排出量 (t/年) 9,878 9,678 9,603 9,286 9,230

家庭系可燃ごみ (t/年) 5,159 5,019 4,967 4,745 4,706

家庭系不燃ごみ (t/年) 505 491 486 464 460

家庭系資源ごみ (t/年) 719 700 692 661 656

集団回収 (t/年) 994 967 957 914 907

事業系可燃ごみ (t/年) 2,231 2,230 2,230 2,230 2,230

事業系不燃ごみ (t/年) 177 177 177 177 177

事業系資源ごみ (t/年) 93 93 93 93 93

総資源化量 (t/年) 2,002 1,977 1,958 1,879 1,865

(％) 20.3% 20.4% 20.4% 20.2% 20.2%

最終処分量 (t/年) 678 665 660 638 634

(*1)「北海道廃棄物処理計画［第4次］」における目標年度

(*2)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

    　基本的な方針」における目標年度

(*3)「第四次循環型社会形成推進基本計画」における目標年度

リサイクル率

10,469 10,269 10,082 9,758 9,603 9,467 9,343 9,230

0
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4,000

6,000

8,000
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12,000
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家庭系ごみ

事業系ごみ

実績← →予測
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図 3-3-4 将来ごみ排出量（種類別）（現状維持） 

 

表 3-3-2 国及び北海道の数値目標に対する達成状況（現状維持） 

 

 

  

10,469 10,269 10,082 9,758 9,603 9,467 9,343 9,230

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(t/年)

(年度)

家庭系可燃ごみ

家庭系不燃ごみ

家庭系資源ごみ

集団回収

事業系可燃ごみ

事業系不燃ごみ

事業系資源ごみ

実績← →予測

目標年

ごみ総排出量目標値
*4

推計値 8.3%削減 × 7.6%削減 ×

1人1日あたりの

ごみ排出量目標値*4

推計値 901g/人/日 × 933g/人/日 ○

1人1日あたりの家庭系

ごみ排出量目標値*5

推計値 686g/人/日 × 659g/人/日 × 692g/人/日 ×

リサイクル率目標値

推計値 20.39% × 20.43% ×

最終処分量の目標値

推計値 28.7%削減 ○ 83.0%削減 ○ 28.2%削減 ○

平成24年度比
約28%以上削減

平成12年度比
約70%以上削減

平成24年度比
約14%以上削減

－

－

約940g/人/日以下約850g/人/日以下－

－

約30%以上－約27%以上

約590g/人/日以下約440g/人/日以下約500g/人/日以下

(*5)資源ごみ、集団回収量を除く。ただし、北海道は資源ごみ、集団回収量を含む。

(*1)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

区分

    　ための基本的な方針」

(*2)「第四次循環型社会形成推進基本計画」

(*3)「北海道廃棄物処理計画［第4次］」

(*4)資源ごみ、集団回収量を含む。

北海道国

北海道基本計画
*3

（平成27年3月）
循環型社会基本計画

*2

（平成30年6月）
基本的な方針

*1

（平成28年1月）

平成31年度平成37年度平成32年度

平成24年度比
約11%以上削減

－
平成24年度比
約12%以上削減
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【ごみ処理の基本方針】 

地球環境・自然保護に配慮した循環型社会の構築を目指して、 

ごみの発生抑制、リサイクル、適正処理について、 

住民、事業者と一体になって取り組みます。 

第4節 ごみ処理の基本方針 

1．ごみ処理の基本方針 

本町では、総合計画において、「さらに優しく、たくましく 笑顔あふれる未来を目指

して」を将来像に掲げ、この将来像の実現をめざして、各種施策を推進しています。 

廃棄物処理に関しては、施策の大綱である「快適なまち～環境保全分野」の中で施策

を展開しており、循環型社会の構築として、ごみの発生抑制や適正処理の推進を基本施

策としています。 

以上を踏まえ、本計画では総合計画の施策を基本として、地球環境・資源保護に配慮

した持続可能な循環型社会の構築を目指し、4R（Refuse（リフューズ）：発生回避、

Reduce(リデュース)：発生抑制、Reuse(リユース)：製品・部品の再利用、Recycle(リサ

イクル)：再資源化）運動の推進を継続することを、ごみ処理の基本方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

2．数値目標 

ごみ処理の基本方針に基づき、ごみの発生抑制やリサイクル等を推進する際の目標を

明確にするため、達成すべき数値目標として、以下の 3 つの目標を設定します。 

 

 

 

目標の設定にあたっては、本町のごみ処理の現状や課題、総合計画における目標値を

踏まえるとともに、国及び北海道が掲げている目標（表 3-2-1 参照）を考慮して設定し

ます。 

 

(1)目標年度 

国及び北海道が定めている目標年度はそれぞれ、平成 31、32、37 年度となっています。

平成 31 年度及び平成 32 年度は、本計画の改訂年度（平成 30 年度）の直後であり、各施

策の効果を期待するには短期間だと考えられます。また平成 37 年度は、本計画の計画目

標年度（平成 38 年度）の前年度であり、数値に大きな差はないと考えられます。 

したがって、本計画の数値目標の目標年度は、計画目標年度である平成 38 年度として

設定します。  

ごみ排出量の

削減目標 

リサイクル率

の目標 

最終処分量の

削減目標 
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【ごみ排出量の削減目標】 

 

目標値（H38） 現状（H29）

840 g/人/日以下 951.04 g/人/日

家庭系ごみ
590 g/人/日以下

［北海道基本計画より］
710.21 g/人/日

事業系ごみ
250 g/人/日以下

［現状（横ばい）維持］
240.82 g/人/日

1人1日当たりの
ごみ排出量

区分

【リサイクル率の目標】 

 

目標値（H38） 現状（H29）

20 %以上
［現状（横ばい）維持］

20.27%

区分

リサイクル率

【最終処分量の目標】 

 

目標値（H38） 現状（H29）

640 t/年以下
［現状（減少）維持］

678 t/年

区分

最終処分量

(2)ごみ排出量の削減目標 

ごみの減量化及び排出抑制を実行することは、生活スタイルを変えることも必要とす

るため、本町だけの施策展開で大幅な削減効果を期待することは難しいと考えられます。

よって本町では、現実的な目標として平成 38 年度までに、各種目標値や近年のごみ排出

量の推移を考慮し、下記の目標を達成することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)リサイクル率の目標 

本町では、既に集団回収や資源ごみの分別を行っており、リサイクルセンターでは、

資源物の選別、回収を行っています。そのため、これ以上の大幅な資源物回収は望みに

くい状況にあります。 

そこで本町では、今後も現在のリサイクル水準を維持することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

(4)最終処分量の削減目標 

本町の最終処分率は、全国平均や北海道平均と比較しても低い値となっています。 

そこで本町では、今後も最終処分量の減少傾向を維持することを目指します。 
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3．将来ごみ量の推計 

(1)将来のごみ処理体系 

目標年度における本町のごみ処理体系を、図 3-4-1 に示します。 

 

 

図 3-4-1 将来ごみ処理体系（目標年度） 

 

  

【広域ごみ処理施設】

【七飯クリーンセンター】

【リサイクルセンター】

燃 や せ る ご み

燃 や せ な い ご み

ペ ット ボ トル

紙 類

プ ラス チ ック

排 出 区 分 資源化･最終処分

選 別
・

圧 縮
・

保 管

埋 立 処 分

中 間 処 理

廃 品 回 収 業 者
・

指 定 法 人

資源物

選別残渣（不燃）

資

源

ご

み

び ん

集

団

回

収

び ん 類

缶 類

古 紙 類 資 源 化 業 者

資 源 化 業 者

資 源 化 業 者

資源物

【クリーンおしま】

ガ ス 化
・

灰 溶 融
金属類

有害ごみ

（乾電池等）

処 理 業 者

粗大系燃やせるごみ

大 型 粗 大 ご み

資 源 化 業 者

有 効 利 用
溶融スラグ

缶

選別残渣

（可燃）

衣 類

小 型 家 電

資 源 化 業 者

資 源 化 業 者
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(2)将来ごみ量の推計 

数値目標及び将来ごみ処理体系を踏まえて、将来ごみ排出量を推計すると、表 3-4-1、

図 3-4-2 及び図 3-4-3 のように推計されます。 

 

表 3-4-1 将来ごみ排出量 

 

 

 

図 3-4-2 将来ごみ排出量（排出形態別） 

  

年 度 平成29年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度 平成38年度

項 目 (実績値) （道目標年
*1
） （基本目標年*2） （循環目標年*3） （計画目標年）

人口 (人) 28,456 28,413 28,379 28,227 28,199

1人1日当たりごみ排出量 (g/人/日) 951 925 912 846 833

家庭系ごみ (g/人/日) 710 683 670 603 590

事業系ごみ (g/人/日) 241 241 241 243 243

ごみ総排出量 (t/年) 9,878 9,589 9,442 8,716 8,573

家庭系ごみ (t/年) 7,377 7,088 6,941 6,216 6,072

事業系ごみ (t/年) 2,501 2,500 2,500 2,500 2,500

種類別ごみ排出量 (t/年) 9,878 9,589 9,442 8,716 8,573

家庭系可燃ごみ (t/年) 5,159 4,930 4,806 4,176 4,049

家庭系不燃ごみ (t/年) 505 491 486 464 460

家庭系資源ごみ (t/年) 719 700 692 661 656

集団回収 (t/年) 994 967 957 914 907

事業系可燃ごみ (t/年) 2,231 2,230 2,230 2,230 2,230

事業系不燃ごみ (t/年) 177 177 177 177 177

事業系資源ごみ (t/年) 93 93 93 93 93

総資源化量 (t/年) 2,002 1,973 1,951 1,854 1,837

(％) 20.3% 20.6% 20.7% 21.3% 21.4%

最終処分量 (t/年) 678 665 660 638 634

(*1)「北海道廃棄物処理計画［第4次］」における目標年度

(*2)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

    　基本的な方針」における目標年度

(*3)「第四次循環型社会形成推進基本計画」における目標年度

リサイクル率

10,469 10,269 10,082 9,736 9,442 9,150 8,860 8,573

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(t/年)

(年度)

家庭系ごみ

事業系ごみ

実績← →予測
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図 3-4-3 将来ごみ排出量 

 

  

10,469 10,269 10,082 9,736 9,442 9,150 8,860 8,573

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

(t/年)

(年度)

家庭系可燃ごみ

家庭系不燃ごみ

家庭系資源ごみ

集団回収

事業系可燃ごみ

事業系不燃ごみ

事業系資源ごみ

実績← →予測
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第5節 減量化・排出抑制計画 

1．目標 

減量化・排出抑制については、住民、事業者及び行政が連携してごみの減量化や排出

抑制に取り組み、ごみ総排出量を削減することを目標とします。 

さらに、ごみの排出抑制だけではなく、ごみの発生自体を減らすため、住民及び事業

者の循環型社会に対する理解と認識を深めることを目指します。 

 

2．減量化・排出抑制のための施策 

(1)リユース（再利用）の促進 

① リサイクル衣類の回収、再使用 

衣類やタオルを役場本庁舎、大中山出張所、大沼出張所、大中山コモンに設置してあ

る回収ボックスで回収して再使用します。 

② エコ・リサイクル製品の利用推進 

公共施設でのエコ・リサイクル製品の優先的に利用（グリーン購入）し、住民、事業

者へのエコ・リサイクル製品についての情報提供、使用の協力要請を行います。 

 

(2)家庭系ごみの減量化対策 

① 買い物袋（マイバッグ）の持参キャンペーンの実施 

町による買い物時のマイバッグ持参キャンペーンを実施し、レジ袋等の包装廃棄物の

排出抑制を図ります。 

② 生ごみ堆肥化容器の購入への助成 

現在行っている生ごみ堆肥化容器の購入助成を継続し、普及を促進することで、ごみ

の減量化を図ります。 

③ ごみ処理の有料化の検討 

各種ごみ減量化対策に積極的に取組みつつ、他都市の事例等を参考にして、家庭系ご

みの処理の有料化の必要性について検討します。 

④ 生ごみの水切りの推進 

家庭で生ごみの水切りを実施することにより、腐敗等によるにおいを抑制するととも

に、ごみの減量化を図り、クリーンおしまの燃料使用量等の維持管理費を低減します。
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⑤ エコクッキング等の推進 

不要な食材は買わず、食材を無駄なく使うように工夫し、食品は保存のコツを抑えて

残さず食べる「エコクッキング」等の普及を推進することで、生ごみ等の削減を図りま

す。 

 

(3)事業系ごみの減量化対策 

① 事業系・直接搬入ごみ処理手数料の検討（適正化） 

本町のごみ処理費用は年々増加傾向にあるため、ごみ処理の有料化の検討と合わせて

適切な受益者負担を求めることで、ごみ処理会計の健全化を図るとともに、ごみの減量

化効果を期待します。 

② 生ごみの水切りの推進 

飲食店等からの生ごみの水切りを促進することにより、腐敗等によるにおいを抑制す

るとともに、ごみの減量化を図り、クリーンおしまの燃料使用量等の維持管理費を低減

します。 

③ 公共施設のごみの減量化への積極的な取組 

小中学校からの生ごみや町役場等の公共施設が見本となるように、排出されるごみの

減量化に積極的に取組みます。 

 

(4)事業者等による協力体制の確立 

① 協力事業者の登録制度 

資源ごみの店頭回収や簡易包装の推進等を実施している協力店舗数の拡大を図り、再

生資源を原材料として利用した製品の積極的な活用を進めます。 

② 協力店舗リスト等の情報提供 

協力店のリサイクル活動状況、店頭回収を行っている店舗リスト等を広報やホームペ

ージ等を利用して、住民や事業者に情報提供を行います。 
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第6節 資源化計画 

1．目標 

資源化を推進するため、適正な分別を行うとともに、資源化可能なものとして排出さ

れた資源物を有効利用できるような体制の確立を目指します。 

 

2．資源化促進のための施策 

(1)資源物の分別の徹底 

① 町独自の資源ごみ専用指定袋による分別回収 

資源ごみの品目ごとに指定袋の色を変えることで、排出者の分別意識を高め、分別精

度の向上を図ります。 

② ごみ抜取り調査の実施 

排出されるごみに対して、定期的に抜取り調査を実施して、分別の徹底を促進します。 

 

(2)リサイクルの促進 

① 集団回収への支援 

集団回収を行う団体に対して、報償金による支援と情報等の提供を継続して実施しま

す。 

② 廃食用油の回収・資源化 

家庭等から排出される廃食用油を回収し、資源（BDF）化する方法について調査・検討

します。 

③ 使用済み小型家電リサイクルの実施 

小型家電を役場本庁舎、大沼出張所、大中山コモンで回収し、小型家電リサイクル法

に則りリサイクルします。 
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第7節 収集運搬計画 

1．目標 

収集運搬については、安全かつ効率的で環境に配慮した収集運搬体制を整備すること

を目標とします。 

また、衛生的で快適な生活環境を保持するため、排出モラルの向上に努めます。 

 

2．収集区域 

計画収集区域は、本町全域とします。 

 

3．収集運搬の施策 

(1)効率的な収集・運搬体制の維持 

① ごみ収集場所と効率的な収集ルートの見直し 

ごみ分別内容の変更や都市化の進展、道路等の整備に合わせて、地域住民及び収集業

者との調整を図りながら、ごみ収集場所の配置及び収集ルートを適宜見直していきます。 

② 拠点回収の拡大 

ペットボトル、白色トレイ及び紙パック等の容器包装廃棄物の店頭回収に協力してく

れる店舗の拡充を図ります。 

 

(2)排出モラルの向上 

① ごみの適切な分別に対する管理 

ルールどおりに分別されていないごみについては、ステーションを管理している町内

会単位で監視するように協力を求めます。 
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第8節 中間処理計画 

1．目標 

中間処理については、将来のごみ発生量・ごみ組成の変化に対応しつつ、環境に配慮

した安全かつ適正な処理体制の確立を目指します。 

 

2．中間処理方法 

(1)燃やせるごみ 

本町から排出される燃やせるごみ及び粗大系燃やせるごみは、従来どおり、広域のク

リーンおしまに搬入し、焼却処理・灰溶融を行います。 

 

(2)資源ごみ 

本町から排出される資源ごみ（ペットボトル、紙類、プラスチック類、缶、びん）は、

従来どおり、本町のリサイクルセンターに搬入して、選別・圧縮・保管した後に資源物

として資源化業者に引渡しを行います。また、選別残渣については、可燃残渣はクリー

ンおしまへ、不燃残渣は七飯クリーンセンターへ搬入し処理・処分します。 

 

3．中間処理の施策 

(1)適正な処理体制の維持 

① 広域処理への協力 

広域連合及び広域連合の構成市町と連携を図り、広域処理の適正かつ安全な処理体制

の維持に協力します。 

 

(2)資源化施設の整備 

① リサイクルセンターの更新の検討 

現有のリサイクルセンターは設備の老朽化がみられるとともに、建物も設備ごとに散

在しており、作業環境的にも改善が必要となっているため、リサイクルセンターの更新

について検討していきます。 

② 旧ごみ焼却施設の解体・跡地利用 

リサイクルセンターの更新予定地として、ごみ処理の広域化施設の稼働により廃止し

た旧ごみ焼却施設の解体撤去後の跡地利用について検討を行います。 
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第9節 最終処分計画 

1．目標 

ごみの排出段階及び中間処理段階において、最終処分量の減量化・減容化に努め、安

全かつ衛生的な最終処分体制の整備を図ることを目標とします。 

 

2．最終処分方法 

本町から排出される燃やせないごみ及び大型粗大ごみについては、従来どおり、本町

の七飯クリーンセンターに搬入して、埋立処分します。 

 

3．最終処分の施策 

(1)最終処分場の延命化・資源回収 

① 不燃ごみ・大型粗大ごみの破砕機の導入 

七飯クリーンセンターの延命化を図るため、現在、直接埋立を行っている不燃ごみ及

び大型粗大ごみを破砕して減容化することを検討します。 

② 最終処分場の残余容量調査 

最終処分場の残余年数をより正確に把握するため、残余容量調査を実施します。 

③ 最終処分場の延命化の検討 

残余容量調査の結果に基づき、適切な延命化の実施を検討します。 
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第10節 その他の施策 

① 不法投棄対策の実施 

不法投棄禁止看板の設置や不法投棄されにくい環境づくりを住民へ協力依頼するとと

もに、本町による不法投棄防止巡回パトロールを継続実施して不法投棄の防止に努めま

す。 

② 在宅医療廃棄物への対応 

在宅医療廃棄物の処理方法は以下の通りとし、適正処理を進めます。また、施策の実

施にあっては医療機関との協力体制を構築して、対応を検討していきます。 

ⅰ）非鋭利であって、血液が多量に付着していない等、通常感染性を有さないと考え

られる廃棄物は、ごみの排出区分で適切に分別したものをごみステーションに排

出し、町で収集して処理を行います。 

ⅱ）注射針や点滴針等の鋭利なものや、特に感染の危険が高いと判断される廃棄物は、

ごみステーション等には排出せず、医療関係やまたは患者・家族が医療機関へ持

ち込み、感染性廃棄物として処理します。 

③ 災害時のごみ処理体制の検討 

大規模災害時における収集、運搬、一時保管及び処理方法等のごみ処理体制を、他都

市の事例等を参考に関係機関と調整して検討していきます。 
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第11節 啓発・推進計画 

1．各施策に対する住民、事業者、町の役割 

各施策における実施状況及び住民、事業者、町の協力体制を表 3-11-1 に示します。 

 

表 3-11-1 各施策における実施状況及び協力体制 

実施
状況 住民 事業者 町

◆ 排出抑制計画

① リサイクル衣類の回収、再使用 継続 ○ ○

② エコ・リサイクル製品の利用推進 継続 ○ ○ ○

③ 買い物袋（マイバッグ）の持参キャンペーンの実施 継続 ○ ○

④ 生ごみ堆肥化容器の購入への助成 継続 ○ ○

⑤ ごみ処理の有料化の検討 検討 ○

⑥ 生ごみの水切りの推進 継続 ○

⑦ エコクッキング等の推進 継続 ○

⑧ 事業系・直接搬入ごみ処理手数料の検討（適正化） 検討 ○

⑨ 生ごみの水切りの推進 継続 ○

⑩ 公共施設のごみの減量化への積極的な取組 継続 ○

⑪ 協力事業者の登録制度 継続 ○ ○

⑫ 協力店舗リスト等の情報提供 継続 ○ ○

① 町独自の資源ごみ専用指定袋による分別回収 継続 ○ ○

② ごみ抜取り調査の実施 継続 ○

③ 集団回収への支援 継続 ○ ○

④ 廃食用油の回収・資源化 検討 ○

⑤ 使用済小型家電リサイクルの実施 継続 ○ ○ ○

① ごみ収集場所と効率的な収集ルートの見直し 継続 ○

② 拠点回収の拡大 検討 ○ ○

③ ごみの適切な分別に対する管理 継続 ○ ○

① 広域処理への協力 継続 ○

② リサイクルセンターの更新の検討 検討 ○

③ 旧ごみ焼却施設の解体・跡地利用 検討 ○

① 不燃ごみ・大型粗大ごみの破砕機の導入 検討 ○

② 最終処分場の残余容量調査 新規 ○

③ 最終処分場の延命化の検討 検討 ○

① 不法投棄対策の実施 継続 ○ ○ ○

② 在宅医療廃棄物への対応 継続 ○ ○

③ 災害時のごみ処理体制の検討 検討 ○

(*)実施状況：継続（既に実施しており今後も実施を継続）、新規（本計画から実施）、検討（将来的に実施を検討）

(4) 事業者等による協力体制の確立 

施　策　内　容
協力体制

(1) リユース（再利用）の促進 

(2) 家庭系ごみの減量化対策 

(3) 事業系ごみの減量化対策

◆ その他の施策

◆ 資源化計画 

(1) 資源物の分別の徹底

(2) リサイクルの促進

◆ 収集運搬計画

(1) 効率的な収集・運搬体制の維持 

(2) 排出モラルの向上

◆ 中間処理計画

(1) 適正な処理体制の維持

(2) 資源化施設の整備

◆ 最終処分計画

(1) 最終処分場の延命化・資源回収 



-48- 

2．広報・啓発の施策 

各施策を効果的に実施するためには、広報・啓発活動によって住民及び事業者の意識

向上を促すことが不可欠です。そのため、本町では以下に示す広報・啓発活動を実施し

ます。 

 

(1)ごみ処理への意識向上 

① 廃棄物に関する意識の高揚 

住民、事業者に対して、ごみの排出量や排出方法、七飯クリーンセンターの現状、処

理経費等の廃棄物の処理に関する情報を示してリサイクル推進の必要性などの意識を高

めます。 

② 広報誌やホームページへの掲載 

廃棄物に関する情報を広報紙（全戸配布）やホームページに掲載することで、分別の

重要性と排出抑制等に対する意識を高めます。 

③ ごみ処理にかかる計画の周知 

ごみ処理に対する理解を深めてもらうために、ホームページや広報誌にごみ処理の現

状や施策等の概要を掲載します。 

④ ごみ減量化、資源化努力の見える化 

ごみ減量化、資源化の努力を見える化（目標達成状況やリサイクル率の数値化等を町

のホームページ等に掲載）をすることによって、ごみ減量とともに、住民全体のごみの

減量化、資源化意識を高めます。 

 

(2)環境教育 

① 学習の場の提供 

副読本を活用し、ごみの排出抑制、分別排出、再生利用の意義及び効果、ごみの適切

な出し方に関する教育啓発活動に積極的に取り組みます。 

② ごみの出前講座の開催 

小・中学校、女性団体、自治会等に対して「出前講座」を開催して、ごみ減量等の環境

教育を実施します。 
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③ ごみ関連施設見学会の開催 

クリーンおしま、リサイクルセンター、七飯クリーンセンター等を見学することでご

み処理問題等を身近なものとして実感してもらい、ごみ減量化・資源化意識を高めます。 

④ 学校、教育委員会、NPO 団体、町内会との連携 

環境教育を強化するため、学校、教育委員会、NPO 団体、町内会との連携により、ごみ

処理に対する啓発活動を促進します。 
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第4章 生活排水処理基本計画 

第1節 生活排水処理の現況と課題 

1．生活排水処理の把握 

(1)生活排水処理体系 

本町の生活排水処理体系は、図 4-1-1 のとおりです。 

 

 

図 4-1-1 生活排水処理体系（平成 29 年度） 
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(2)生活排水の排出状況 

本町の過去 5 年間（平成 25 年度～平成 29 年度）における生活排水処理形態別人口は、

表 4-1-1、図 4-1-2 のとおりです。 

平成 29 年度においては、生活排水の約 68%が下水道による処理となっています。 

 

表 4-1-1 生活排水処理形態別人口 

 

 

 

図 4-1-2 生活排水処理形態別人口 

 

(3)生活排水の処理主体 

本町における生活排水の処理主体は、表 4-1-2 のとおりです。 

本町から発生する汲取りし尿及び浄化槽汚泥は、北斗市と一部事務組合として組織し

ている南渡島衛生施設組合（以下、「組合」といいます。）のし尿処理施設である南渡島

衛生センターにおいて広域処理を行っています。  

単位：人、年度末3月31日現在

28,707 28,641 28,469 28,532 28,456

19,857 20,621 20,229 19,669 19,828

コミュニティ・プラント 0 0 0 0 0

合併処理浄化槽 443 447 471 526 536

下水道 19,414 20,174 19,758 19,143 19,292

農業集落排水施設 0 0 0 0 0

42 42 42 5 7

単独処理浄化槽 42 42 42 5 7

8,808 7,978 8,198 8,858 8,621

汲取りし尿 8,808 7,978 8,198 8,858 8,621

自家処理 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0計画処理区域外人口

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度項目

年度

計画処理区域内人口

水洗化・生活雑排水処理

水洗化・生活雑排水未処理

非水洗化

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H25 H26 H27 H28 H29

（人）

(年度)

コミュニティ・プラント

合併処理浄化槽

下水道

農業集落排水施設

単独処理浄化槽

汲取りし尿

自家処理
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表 4-1-2 生活排水の処理主体 

 

 

(4)生活排水処理率 

本町の過去 5 年間の生活排水処理率の推移は、表 4-1-3、図 4-1-3 に示すとおりです。

下水道及び合併処理浄化槽の普及により、生活排水処理率は概ね 70%前後を維持してい

ます。 

なお、平成 28 年度の北海道全体の生活排水処理人口普及率 93.1%（日本の廃棄物処理

（平成 28 年度版）：環境省 より）と比較すると、本町の生活排水処理率は低い値とな

っています。 

 

表 4-1-3 生活排水処理率 

 

 

 

図 4-1-3 生活排水処理率  

対象となる生活排水の種類 処理主体

七飯町関連函館湾流域 し尿及び生活雑排水 北海道

大沼特定環境保全 し尿及び生活雑排水 七飯町

し尿及び生活雑排水 個人等

し尿 個人等

汲取し尿、浄化槽汚泥 南渡島衛生施設組合

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

し尿処理施設

公共
下水道

処理施設の種類

計画処理区域内人口 （人） 28,707 28,641 28,469 28,532 28,456

生活排水処理人口*1 （人） 19,857 20,621 20,229 19,669 19,828

生活排水処理率*2 （％） 69.2 72 71.1 68.9 69.7

(*1)生活排水（し尿、生活雑排水）が全て処理されている人口。

    本町では、下水道人口と合併処理浄化槽人口が該当。

(*2)生活排水処理率(%)＝生活排水処理人口（人）÷計画処理区域内人口（人）×100
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-53- 

2．し尿等の収集運搬・処理の状況 

(1)収集運搬の状況 

収集区域の範囲 

現在の汲取りし尿及び浄化槽汚泥の収集区域は本町の全域となっています。 

 

収集運搬の方法 

①収集運搬の方法 

収集対象は、汲取りし尿及び浄化槽汚泥であり、浄化槽汚泥については、単独処理浄

化槽汚泥及び合併処理浄化槽汚泥を混合して収集しています。 

汲取りし尿及び浄化槽汚泥の搬入量実績を表 4-1-4、図 4-1-4 に示します。 

汲取りし尿は年々減少傾向を示しており、浄化槽汚泥はやや増加傾向にありますが、

まだ汲取りし尿の比率がかなり高い状況となっています。 

 

表 4-1-4 汲取りし尿及び浄化槽汚泥の搬入量実績 

 

 

 

図 4-1-4 汲取りし尿及び浄化槽汚泥の搬入量実績  

（kL/年） 12,371.0 11,844.7 11,916.0 11,591.1 11,496.1

（kL/年） 11,668.8 11,144.4 11,111.0 10,814.2 10,765.2

搬入量 （kL/年） 702.2 700.3 805.0 776.9 730.9

混入率*1 （％） 5.7 5.9 6.8 6.7 6.4

（kL/日） 33.9 32.5 32.6 31.8 31.5

（％） 32.3 31.0 31.0 30.3 30.0

(*1)浄化槽汚泥搬入量(kL/年)÷し尿・汚泥搬入量合計(kL/年)×100

(*2)365日平均

(*3)し尿・汚泥搬入量(kL/日)÷施設規模(105kL/日)×100

年度

項目

平成
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②収集運搬の実施主体 

汲取りし尿及び浄化槽汚泥の収集は、全て許可業者により行われています。 

 

③収集運搬機材 

汲取りし尿及び浄化槽汚泥は、バキューム車により収集・運搬されています。 

 

④収集区分 

汲取りし尿及び浄化槽汚泥の収集区分は、汲取りし尿は 1 社、浄化槽汚泥は 8 社の許

可業者が本町の全域を対象として収集しています。 

 

⑤収集料金 

し尿の汲取り料金は、1 リットルあたり 5 円 83 銭となっています。 

 

(2)し尿処理状況 

し尿処理施設の概要 

本町から排出されるし尿・浄化槽汚泥は、組合のし尿処理施設、南渡島衛生センター

で処理されています。 

南渡島衛生センターは、昭和 45 年度に計画処理量 60kL/日の消化方式によるし尿処理

施設として、組合（当時の構成町：旧上磯町、旧大野町、七飯町）が建設して供用開始

し、搬入量の増加に伴い昭和 53 年度に、脱窒素活性汚泥処理方式による計画処理量

105kL/日の施設として増改築が行われました。その後も増え続けるし尿搬入量の増加に

対応するため、平成 9 年度からは前処理後の余剰し尿分について、希釈方式による下水

道投入による処理を開始しました。 

また、平成 14 年 4 月からは函館湾流域下水道浄化センターの処理能力拡大に伴って、

前処理後のし尿を概ね 21 倍希釈により全量下水道投入が可能となり、現在に至っていま

す。 

なお、組合の構成市町は、平成 18 年 2 月の旧上磯町と旧大野町の合併に伴い、現在の

1 市 1 町（北斗市、七飯町）となっています。 

南渡島衛生センターの概要を表 4-1-5 に、処理フローを図 4-1-5 に示します。 
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表 4-1-5 し尿処理施設の概要 

 

  

施設名称

施設所管

所在地

計画処理能力

処理方式

プロセス用水
希釈水の種類

放流先

し渣処分方法

敷地面積

基準値

5を超え9未満

300mg/L以下

600mg/L以下

240mg/L未満

32mg/L未満

45℃以下

30mg/L以下

220mg/L以下

昭和45年

昭和48年

昭和53年

（平成9年

平成13年

（平成14年4月

南渡島衛生センター

南渡島衛生施設組合（構成市町：北斗市、七飯町）

〒041-1133　北海道亀田郡七飯町字中島388番地1

105 kL/日

竣工（消化方式60 kL/日）

総窒素含有量（T-N）

総りん含有量（T-P）

ノルマルヘキサン抽出物質（n-Hex）

ヨウ素消費量

地下水

函館湾流域関連公共下水道

脱水→焼却→場外搬出（焼却灰）

9,658m
2

水処理
　前処理後、希釈→下水道投入
臭気処理
　高濃度臭気　：水洗浄＋薬液洗浄（アルカリ）→中濃度臭気系へ
　中低濃度臭気：薬液洗浄（アルカリ・次亜塩）→臭突へ

項　目

温度

増改築（脱窒素活性汚泥処理方式 105kL/日）

一部下水道投入開始）

基幹的改良（脱臭施設の整備）

全量下水道投入）

下水道
投入水質

施設整備経過

予備貯留槽増設（容量 600m3）

水素イオン濃度（pH）

生物化学的酸素要求量（BOD）

浮遊物質量（SS）
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図 4-1-5 処理フロー 
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し尿等処理の状況 

組合の過去 5 年間の汲取りし尿及び浄化槽汚泥搬入量実績について表 4-1-6 及び図 4-

1-6 に示します。 

搬入量の推移をみると、本町と同様に汲取りし尿は減少している反面、浄化槽汚泥は

やや増加していますが、全体としては減少傾向を示しており、施設への搬入率は平成 29

年度で 58.0%となっています。 

また、組合全体の平成 29 年度の搬入量の内訳としては、22,246.2kL/年のうち汲取り

し尿が 20,548.8kL/年と全体の約 92.4%を占めています。 

 

表 4-1-6 汲取りし尿及び浄化槽汚泥搬入量（組合） 

 

 

 

図 4-1-6 汲取りし尿及び浄化槽汚泥搬入量（組合） 

  

（kL/年） 25,117.0 23,685.9 23,405.6 22,896.2 22,246.2

（kL/年） 23,376.0 22,121.0 21,595.0 20,989.4 20,548.8

搬入量 （kL/年） 1,741.0 1,564.9 1,810.6 1,906.8 1,697.4

混入率*1 （％） 6.9 6.6 7.7 8.3 7.6

（kL/日） 68.8 64.9 64.1 62.7 60.9

（％） 65.5 61.8 61.0 59.7 58.0

(*1)浄化槽汚泥搬入量(kL/年)÷し尿・汚泥搬入量合計(kL/年)×100

(*2)365日平均

(*3)し尿・汚泥搬入量(kL/日)÷施設規模(105kL/日)×100

し尿搬入量

浄化槽
汚泥

1日当たり搬入量*2

1日当たり搬入率*3

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度項目

年間搬入量

年度 平成
25年度

平成
26年度
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維持管理の状況 

南渡島衛生センターにおける過去 5 年間の維持管理費の状況を表 4-1-7 に示します。 

 

表 4-1-7 維持管理費の状況 

 

 

下水道投入水質の状況 

南渡島衛生センターでは、搬入された汲取りし尿及び浄化槽汚泥を前処理した後、下

水道投入基準まで希釈して下水道へ投入しています。 

平成 19～23 年度の下水道投入水質を表 4-1-8 に示します。全ての年度において投入基

準を満足しています。 

 

表 4-1-8 下水道投入水質の状況 

 

 

し渣及び汚泥の発生状況 

し尿及び浄化槽汚泥の前処理から発生するし渣については、脱水後、焼却処理を行っ

ています。なお、焼却処理に伴って発生した焼却灰は、本町及び北斗市の最終処分場に

て埋立処分を行っています。 

一方、汚泥については、前処理後の希釈下水道投入方式のため、施設から汚泥は発生

していません。  

電力費 （千円） 12,580 14,143 14,631 15,138 16,106

燃料費 （千円） 11,231 10,557 8,158 7,468 8,284

薬品費 （千円） 4,805 5,154 5,921 5,711 6,121

委託費 （千円） 17,391 21,847 23,078 21,338 26,939

下水道投入料 （千円） 46,879 45,897 43,697 42,519 41,264

小計 （千円） 92,886 97,598 95,485 92,174 98,714

ランニングコスト （円/kL） 3,698 4,121 4,080 4,026 4,437

修繕費 （千円） 8,190 12,010 10,182 5,912 2,432

合計 （千円） 101,076 109,608 105,667 98,086 101,146

項目

年度 平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度

年度

項目 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小

pH 5～9 8.4 7.4 8.4 7.4 8.4 7.6 8.2 7.5 8.6 7.2

BOD （mg/L） 300 300 170 280 190 300 180 290 140 270 140

SS （mg/L） 600 600 80 260 67 310 66 480 53 360 73

T-N （mg/L） 240 100 73 100 64 98 73 110 68 95 58

T-P （mg/L） 32 19.0 7.1 10.0 6.9 12.0 7.8 14.0 6.8 11.0 5.8

水温 （℃） 45 22.1 18.6 22.7 19.4 22.7 16.5 22.6 19.5 22.6 19.8

下水道
投入基準

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
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3．生活排水処理施設の状況 

(1)公共下水道 

計画概要 

本町の公共下水道は、町役場周辺の市街化区域等を対象に七飯町函館湾流域関連公共

下水道、大沼国定公園を中心に大沼特定環境保全公共下水道が整備されています。 

本町の公共下水道計画の概要を表 4-1-9 に示します。 

 

表 4-1-9 公共下水道事業計画概要 

 

 

整備状況 

七飯処理区と大沼処理区の下水道整備区域面積と水洗化人口の実績を表 4-1-10 及び

表 4-1-11 に示します。 

七飯処理区は整備区域面積を整備及び下水道への接続を推進し、平成 29 年度には整備

区域面積は 624ha、水洗化人口は 18,368 人、水洗化率 84.85%となっています。 

一方、大沼処理区は処理区域の面整備は既に完了しています。水洗化人口は処理区域

内人口の減少とともに年々減少して、平成 29 年度には 924 人、水洗化率は 93.24%とな

っています。 

 

表 4-1-10 整備区域及び水洗化人口実績（七飯処理区） 

 

 

表 4-1-11 整備区域及び水洗化人口実績（大沼処理区） 

計画区域

面積*1 計画人口
*1

計画日最大

汚水量*1

(ha) (人) (m3/日)

七飯町函館湾流域関連
公共下水道

平成35
（平成37）

平成4
659.5

（697.3）
20,100

（20,300）
8,181

（8,247）
流域下水道

大沼特定環境保全
公共下水道

平成35
（平成37）

平成元
106.0

（106.0）
1,250

（1,230）
2,117

（2,105）
特定環境保全
公共下水道

(*1)かっこ内は全体計画値

事 業 名
目標

年度*1

供用開始
年度

備　考

整備区域面積 （ha） 620 623 624 624 624

処理区域内人口 （人） 21,386 21,592 21,418 21,595 21,647

水洗化率 （％） 84.95% 87.80% 86.50% 84.18% 84.85%

水洗化人口 （人） 18,167 18,957 18,527 18,179 18,368

項目

年度 平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
26年度

平成
25年度

整備区域面積 （ha） 106 106 106 106 106

処理区域内人口 （人） 1,248 1,230 1,235 1,008 991

水洗化率 （％） 99.92% 98.94% 99.68% 95.63% 93.24%

水洗化人口 （人） 1,247 1,217 1,231 964 924

平成
29年度項目

年度 平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度
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(2)浄化槽 

本町の浄化槽人口の実績を表 4-1-12 に示します。 

平成 29 年度現在、浄化槽人口 543 人に対して単独処理浄化槽人口は 7 人（約 1.3%）

となっており、単独処理浄化槽人口は減少傾向にあります。 

本町では、合併処理浄化槽の普及や単独処理浄化槽からの転換を目的に、合併処理浄

化槽を設置する際の一部費用の助成を、町単独の補助金として平成 21 年度に開始しまし

た。また、平成 22 年度以降は循環型社会形成推進交付金として補助金の交付を継続して

います。 

なお、平成 24 年度からは住宅以外の事業所等にも補助金の対象を拡大して、合併処理

浄化槽の普及を促進しています。 

 

表 4-1-12 浄化槽人口実績 

 

 

4．生活排水を処理する区域 

本町における生活排水を処理する区域については、図 4-1-7 に示すとおりです。 

本町から発生する生活排水のうち、七飯町函館湾流域関連公共下水道処理区域及び大

沼特定環境保全公共下水道処理区域は公共下水道による処理、それ以外の区域は合併処

理浄化槽により処理する計画となっています。 

なお、収集運搬対象となっているし尿及び浄化槽汚泥は、南渡島衛生センターへ搬入

して処理する計画となっています。 

  

（人） 485 489 513 531 543
（人） 42 42 42 5 7
（人） 443 447 471 526 536

人口 （人） 327 399 427 449 472

基数 （基） 89 105 116 125 135

補助以外人口 （人） 116 48 44 77 64

補助

合併処理浄化槽人口
単独処理浄化槽人口

浄化槽人口

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

年度
項目
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図 4-1-7 生活排水処理区域図  
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5．生活排水処理の課題 

本町における生活排水処理に係る基本的課題は以下のとおりです。 

 

(1)公共下水道 

平成 29 年度時点で下水道普及率は 79.6%（整備人口 22,638 人÷行政人口 28,456 人）、

下水道処理区域内の水洗化率は 85.2%となっており、下水道の普及促進や水洗化率の向

上を図る必要があります。 

そのため、七飯町函館湾流域関連公共下水道処理区域では、処理区域の拡充及び水洗

化率の向上について、大沼特定環境保全公共下水道処理区域では、水洗化率の向上及び

終末処理場（大沼下水浄化センター）の適正な維持管理に努めていく必要があります。 

特に、生活雑排水が未処理となっている汲取りし尿及び単独処理浄化槽設置世帯につ

いては早期接続を促し、指導していく必要があります。 

 

(2)合併処理浄化槽 

下水道処理区域外の地域においては、平成 21 年度から合併処理浄化槽を設置する際の

一部費用の助成を行っていますが、今後も合併処理浄化槽の設置を促進していく必要が

あります。 

また、整備済みの浄化槽においても、適切な維持管理が行われていない場合は、十分

に処理されていない排水が公共用水域に排出され、水質汚濁の原因となる恐れがありま

す。そのため、浄化槽管理者（世帯主等）に対して、適切な維持管理（保守点検・清掃の

実施、法定検査の受検等）を促す必要があります。 

 

(3)生活雑排水処理 

公共用水域の水質汚濁等の主な原因には、一般家庭の生活活動に起因する台所、洗濯

及び風呂等より排出される生活雑排水が挙げられます。 

特に単独処理浄化槽設置世帯及び汲取りし尿世帯については、発生する生活雑排水の

全量が未処理で公共用水域に排出されています。 

平成 29 年度現在においても、非水洗化人口（汲取りし尿人口）及び単独処理浄化槽人

口の合計は 8,628 人と本町の行政人口の約 30.3%を占めている現状に鑑みても、これら

の人口については早期に対応していく必要があると思われます。 

また、公共用水域の水質保全のためにも、生活雑排水の適正処理方法及び河川等への

排出量の削減対策等について検討する必要があります。 
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第2節 生活排水処理の将来予測 

1．生活排水処理形態別人口の予測 

生活排水処理形態別人口は、本町の生活排水処理施設の整備計画及び過去 5 年間の実

績等を基に予測を行います。 

本町における生活排水処理形態別人口の予測結果は表 4-2-1、図 4-2-1 のとおりです。 

 

表 4-2-1 生活排水処理形態別人口の予測結果 

 

 

 

図 4-2-1 生活排水処理形態別人口の予測結果 

 

2．し尿・汚泥の計画処理量の推計 

(1)計画排出量原単位 

過去 3 年間の汲取りし尿及び浄化槽汚泥の 1 人 1 日当たりの排出量（以下、「排出量原

単位」といいます。）の実績を表 4-2-2～表 4-2-4 に示します。浄化槽汚泥については、

単位：人

28,463 28,449 28,379 28,315 28,255 28,199

19,835 20,222 20,328 20,420 20,487 20,528

コミュニティ・プラント 0 0 0 0 0 0

合併処理浄化槽 543 661 811 906 1,002 1,098

下水道 19,292 19,561 19,517 19,514 19,485 19,430

農業集落排水施設 0 0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7

単独処理浄化槽 7 7 7 7 7 7

8,621 8,220 8,044 7,888 7,761 7,664

汲取りし尿 8,621 8,220 8,044 7,888 7,761 7,664

自家処理 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

平成
38年度項目

計画処理区域外人口

平成
36年度

計画処理区域内人口

水洗化・生活雑排水処理

水洗化・生活雑排水未処理

非水洗化

年度 平成
29年度

平成
30年度

平成
32年度

平成
34年度

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H29 H30 H32 H34 H36 H38

（人）

(年度)

コミュニティ・プラント

合併処理浄化槽

下水道

農業集落排水施設

単独処理浄化槽

汲取りし尿

自家処理
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単独処理浄化槽汚泥と合併処理浄化槽汚泥が混合して収集されているため、排出量原単

位の標準値としての単独処理浄化槽汚泥原単位を 1.11L/人･日、合併処理浄化槽汚泥原

単位を 2.61L/人･日（「し尿処理施設から汚泥再生処理センターへのリニューアルの手引

書(社)全国都市清掃会議（2004.10）」の全国平均値）を参考に算出した標準排出量を基

に按分してそれぞれを設定しています。 

本推計では、いずれも年度のばらつきが大きいため、過去 3 年間の実績平均値を排出

量原単位として採用します。 

 

表 4-2-2 汲取りし尿計画排出量原単位 

 

 

表 4-2-3 単独処理浄化槽汚泥計画排出量原単位 

 

 

表 4-2-4 合併処理浄化槽汚泥計画排出量原単位 

 

 

(2)計画月最大変動係数 

過去 3 年間の月最大変動係数の実績を表 4-2-5 に示します。 

本推計では、計画月最大変動係数は 3 年間の平均値を採用します。 

 

表 4-2-5 計画月最大変動係数 

  

項目
年度
平成27年度 11,111 8,198 3.71
平成28年度 10,814 8,858 3.34
平成29年度 10,765 8,621 3.42

採用値（平均） 3.49

排出量原単位
（L/人/日）

汲取し尿人口
（人）

し尿収集量
（kL/年）

項目

年度
平成27年度 37.62 42 2.45
平成28年度 6.76 5 3.70
平成29年度 6.25 7 2.45

採用値（平均） 2.87

排出量原単位
（L/人/日）

単独処理浄化槽
人口（人）

単独処理浄化槽
汚泥（kL/年）

項目
年度
平成27年度 767.38 471 4.46
平成28年度 770.14 526 4.01
平成29年度 724.65 536 3.70

採用値（平均） 4.06

排出量原単位
（L/人/日）

合併処理浄化槽
人口（人）

合併処理浄化槽
汚泥（kL/年）

項目
年度

平成27年度 1.17
平成28年度 1.18
平成29年度 1.17

採用値（平均） 1.17

月最大
変動係数
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(3)計画処理量の推計 

本町の汲取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量の推計結果を表 4-2-6、図 4-2-2 に示

します。 

なお、計画処理量は以下の算定式により年度毎に算定します。 

 

 

① 計画処理量   ＝計画平均処理量（②）×計画月最大変動係数 

② 計画平均処理量 ＝汲取りし尿処理量（③）＋単独汚泥処理量（④） 

           ＋合併汚泥処理量（⑤） 

③ 汲取りし尿処理量 ＝汲取りし尿人口×汲取りし尿計画排出量原単位 

④ 単独汚泥処理量 ＝単独人口×単独汚泥計画排出量原単位 

⑤ 合併汚泥処理量 ＝合併人口×合併汚泥計画排出量原単位 

 

表 4-2-6 し尿等の計画処理量の推計結果 

 

 

 

図 4-2-2 し尿等の計画処理量の推計結果  

単位：kL/日

29.49 28.69 28.07 27.53 27.09 26.75
単独処理 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
合併処理 1.99 2.68 3.29 3.68 4.07 4.46

31.5 31.39 31.38 31.23 31.18 31.23

- 37 37 37 37 37
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項目

計画平均処理量

計画処理量
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浄化槽汚泥
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38年度

平成
36年度

平成
34年度

平成
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平成
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単独処理浄化槽
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合併処理浄化槽

汚泥排出量

計画処理量

計画処理量の算定式 
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【生活排水処理の基本方針】 

適正な生活排水処理により、美しい水環境の保全に取り組みます。 

第3節 生活排水処理の基本方針 

1．生活排水処理の基本方針 

本町は大沼をはじめとした美しい水環境や豊かな自然条件に恵まれた地域です。これ

らの湖沼や河川などの公共用水域が生活排水により汚濁されると、その改善は困難であ

り、美しい自然環境や豊かな観光資源などを失うことになりかねません。 

本町の美しい水環境を守るためには、様々な対策、対応を必要としますが、中でも生

活排水の浄化は極めて重要な役割を担っていると考えられます。 

そこで本町では、住民に対し生活排水処理の重要性について積極的な啓発を行うとと

もに、公共下水道の整備拡充、合併処理浄化槽の設置推進等の各種施策を展開すること

で、公共用水域の水質保全を図り、清澄な水が育む豊かな自然環境の維持に努めます。 

 

 

 

 

 

2．生活排水処理の計画 

(1)公共下水道事業の推進 

公共下水道処理区域内の生活排水は、事業を計画した区域での早期整備を目指し、整

備済みの区域について接続（水洗化）を促すことで生活排水処理の向上を図ります。 

また、施設の適正な維持管理と施設機器の長寿命化及び更新により、水質基準を満た

した処理水の排水に努めます。 

なお、公共下水道処理計画については、地域状況等を十分勘案して検討し、適切な処

理計画とするよう、関係部局との調整を図っていきます。 

 

(2)合併処理浄化槽の設置整備 

合併処理浄化槽の設置推進 

公共下水道処理区域以外の地域においては、合併処理浄化槽の設置整備により、生活

排水処理率の向上を図ります。 

なお、合併処理浄化槽の設置に対する助成を継続することで、合併処理浄化槽の設置

や単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を促進していきます。 

 

浄化槽の適正管理 

適切な維持管理がなされていない浄化槽による水質汚濁を防止するため、浄化槽の維

持管理は、浄化槽管理者（浄化槽の設置者＝家主、事業主）の責任のもとで行うことが

浄化槽法等で義務づけられています。このことを浄化槽管理者等に対して周知・徹底し、
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適正な保守点検・清掃の実施、法定検査の受検等の重要性を理解・浸透させていきます。 

 

(3)生活雑排水の負荷低減対策 

生活雑排水が未処理で公共用水域に放流される単独処理浄化槽設置世帯、汲取りし尿

世帯については、公共下水道の処理区域内であれば、下水道への早期接続を促すととも

に、それ以外の区域であれば、合併処理浄化槽の設置・転換等により、生活雑排水の適

正処理を推進します。 

また、生活雑排水の汚濁負荷低減のために、住民に生活雑排水における水回りへの対

策方法について、啓発を行います。 
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第4節 生活排水処理計画 

1．処理の目標 

本町における目標年次における生活排水の処理の目標を表 4-4-1 に、将来の生活排水

処理形態別人口を表 4-4-2 に示します。 

将来的には、図 4-4-1 に示すように、本町から発生するすべての生活排水を適切に処

理することを目標とします。 

一方、都市計画区域及び大沼周辺の環境保全地域では公共下水道を中心とした集合処

理施設の整備を、その他の郊外地域では合併処理浄化槽の整備を進めていきます。 

以上を踏まえ、本町では、本計画の目標年次である平成 38 年度までに、汚水処理人口

普及率を 73.0%に引き上げることを目指します。 

 

表 4-4-1 生活排水の処理の目標 

 

 

表 4-4-2 将来の生活排水処理形態別人口 

 

  

年度

項目

生活排水処理率（％） 69.7％ 72.9%

平成38年度
（目標年次）

平成29年度
（現況）

単位：人

28,463 28,449 28,315 28,199

19,835 20,305 20,448 20,556

コミュニティ・プラント 0 0 0 0

合併処理浄化槽 543 661 906 1,098

下水道 19,292 19,644 19,542 19,458

農業集落排水施設 0 0 0 0

7 7 7 7

単独処理浄化槽 7 7 7 7

8,621 8,137 7,860 7,636

汲取りし尿 8,621 8,137 7,860 7,636

自家処理 0 0 0 0

0 0 0 0

平成
38年度項目

計画処理区域外人口

計画処理区域内人口

水洗化・生活雑排水処理

水洗化・生活雑排水未処理

非水洗化

年度 平成
29年度

平成
30年度

平成
34年度
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図 4-4-1 生活排水処理体系の将来目標 

 

2．生活排水を処理する施設及び区域等 

本町において公共下水道及び合併処理浄化槽等の整備計画及び処理区域については、

以下に示すとおりとします。 

 

(1)公共下水道 

本町では、都市計画区域及び大沼周辺の環境保全地域を対象に公共下水道を整備して

おり、大沼特定環境保全公共下水道は平成元年、七飯町函館湾流域関連公共下水道は平

成 4 年から供用が開始されています。 

今後も、施設の適正管理に努めるとともに、下水道計画処理区域において整備を進め

ていきます。 

 

(2)農業集落排水施設等 

農業集落排水施設の整備計画は、現時点ではありません。 

 

(3)コミュニティ・プラント 

コミュニティ・プラントの整備計画は、現時点ではありません。 
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(4)合併処理浄化槽 

公共下水道処理区域以外の地域は、合併処理浄化槽の設置整備を進めると同時に、設

置に対する補助を継続します。また、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換も推進

していきます。 

 

表 4-4-3 生活排水処理施設の整備手法及び普及率 

 

 

3．し尿・汚泥の処理計画 

(1)排出抑制・再資源化計画 

排出抑制に関する目標 

汲取りし尿世帯において、便槽へ雨水が流入した場合に、し尿排出量原単位が増加す

ることが考えられます。 

また、浄化槽世帯においては、浄化槽の点検不良等による汚泥の変質や処理不適物、

及び高負荷な雑排水の浄化槽への流入により、浄化槽汚泥排出量原単位が増加すること

が考えられます。 

排出抑制計画は、これら生活圏から発生するし尿及び浄化槽汚泥の排出量を抑制する

ことを目標とします。 

なお、再資源化計画については、南渡島衛生センターの希釈放流先である函館湾流域

下水道浄化センターにおいて、汚泥の再資源化を図ります。 

 

排出抑制・再資源化の方法 

汲取りし尿世帯の水洗化要望に対しては、簡易水洗への移行ではなく下水道への接続

や合併処理浄化槽の設置による水洗化を推進することで、し尿排出量の抑制を図ります。 

また、浄化槽については、適正な点検清掃を行うよう浄化槽管理者へ指導するととも

に、廃食用油や調理くず等の浄化槽での処理に大きな負荷となるものを浄化槽に流入さ

せないよう、指導・徹底を図ることで排出抑制に対応するものとします。 

一方、函館湾流域下水道浄化センターでの汚泥焼却灰が民間のセメント会社で原料の

一部として利用されているため、南渡島衛生センターの下水道放流を引き続き行うこと

により、再資源化を継続するものとします。  

67.8% 68.8% 68.8% 68.9% 69.0% 68.9%

公共下水道 67.8% 68.8% 68.8% 68.9% 69.0% 68.9%

農業集落排水 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

コミュニティ・プラント 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1.9% 2.3% 2.9% 3.2% 3.5% 3.9%

合併処理浄化槽 1.9% 2.3% 2.9% 3.2% 3.5% 3.9%

69.7% 71.1% 71.7% 72.1% 72.5% 72.8%

平成
38年度

平成
36年度

平成
34年度

平成
32年度

平成
30年度

合計

 集合処理

 個別処理

整備手法
平成

29年度
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(2)収集運搬計画 

収集運搬に関する目標 

生活圏から発生するし尿及び浄化槽汚泥については、迅速かつ衛生的に収集運搬を行

うことはもとより、南渡島衛生センターへの搬入状況を勘案し、より一層の収集体制の

効率化・円滑化を図り、計画的な収集運搬を行うことを目標とします。 

 

収集区域の範囲 

収集区域の範囲は本町の全域とします。 

 

収集運搬の方法 

①収集運搬の区分 

収集運搬の区分は次のとおりとします。 

・し尿 

・浄化槽汚泥 

 

②収集運搬の実施主体 

収集運搬の実施主体は現行どおり、し尿、浄化槽汚泥とも許可業者とします。 

 

③収集運搬機材 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬機材は、バキューム車とします。 

 

④収集方法 

し尿及び浄化槽汚泥の収集は、各世帯から許可業者への直接申し込みにより収集しま

す。 

 

⑤被収集運搬し尿及び浄化槽汚泥 

計画収集区域内から発生する、し尿及び浄化槽汚泥の全量とします。 

 

(3)中間処理計画 

中間処理に関する目標 

生活圏から発生するし尿及び浄化槽汚泥の量、質を把握し、中間処理施設（南渡島衛

生センター）にて適切に処理することを目標とします。 
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中間処理方法及び量 

①中間処理方法 

中間処理方法は、従来どおり、し尿及び浄化槽汚泥が処理可能な南渡島衛生センター

で処理を行うこととします。 

なお、南渡島衛生センターは、平成 13 年度に下水道投入設備への基幹改良後 17 年が

経過しており、今後は施設の安定運転を維持するために、延命化対策等についての検討

の支援を行っていきます。 

 

②中間処理量 

中間処理施設での中間処理量は、原則として本町から発生するし尿及び浄化槽汚泥の

全量とします。 

なお、将来のし尿及び浄化槽汚泥の中間処理量については、表 4-2-6 及び図 4-2-2 に

示すとおりに推計されています。 

 

(4)最終処分計画 

最終処分に関する目標 

本町における最終処分は、南渡島衛生センターの受入貯留工程から発生するし渣焼却

灰が該当します。 

最終処分については、安全かつ適正に処理し、最終的に無害化、安定化させることを

目標とします。 

 

最終処分の方法 

南渡島衛生センターから発生するし渣焼却灰の最終処分については、現行のとおり七

飯クリーンセンターで埋立処分するものとします。 

 

4．計画達成のための施策 

(1)処理施設整備に係る執行体制等 

生活排水処理計画を円滑に実施するためには、本町における課題や経済性及び施設整

備の緊急性等を考慮して、施策を進めていく必要があります。 

なお、生活排水処理に関わる施設には、下記に示すものがあります。 

・公共下水道 

・合併処理浄化槽 

・南渡島衛生センター（南渡島衛生施設組合） 

現状、これらの施設は、事業実施主体（機関）が異なることから、それぞれの事業の

整合性を図ることが必要となります。そのため、本計画を実施する上では、計画処理区
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域における各事業の現況と今後の動向について、関係機関との十分な調整を図り、施策

を進めていくものとします。 

 

(2)住民に対する広報・啓発活動 

生活排水の処理を適正かつ迅速に進めていくための課題として、住民の生活排水の適

正処理に対する意識を広報・啓発活動等により向上させる必要があります。 

なお、広報・啓発活動については、関係機関が相互に連携し、推進していくものとし

ます。 

 

広報・啓発内容 

① 公共下水道への早期接続 

公共下水道の整備区域内で下水道に未接続の汲取り便所及び単独処理浄化槽を設置し

ている住宅は、早期の接続を促し、水洗化率の向上を図ります。 

② 合併処理浄化槽の設置推進 

本町は平成 29 年度現在においても、行政人口の約 30%が汲取りし尿人口となっていま

す。そのため、公共下水道処理区域以外の地域に対して、合併処理浄化槽設置の補助金

制度を周知し、合併処理浄化槽の設置推進を図ります。 

③ 生活雑排水の負荷低減対策 

公共用水域の水質汚濁の主な原因となっている生活雑排水について、各家庭に汚濁負

荷要因となるものを雨水排水等に流さないように、周知・啓発していきます。 

特に、単独浄化槽設置世帯や汲取りし尿世帯については、生活雑排水が未処理のまま

公共用水域に流出し、直接の水質汚濁要因となることを住民に周知します。 

生活雑排水の汚濁負荷削減方法としては、調理くずを回収する三角コーナーや微細目

ストレーナの排水口への設置、皿または調理器具に付着した廃食用油をキッチンペーパ

ーで拭き取る等の有効な手段を住民に周知し、住民参加の生活排水処理への実践活動を

促進します。 

④ 浄化槽の適正な維持管理 

適切な維持管理が行われていない浄化槽からは、十分に処理されていない排水が公共

用水域に排出され、水質汚濁の原因となる恐れがあります。そのため、浄化槽管理者等

に対して、適正な維持管理（保守点検・清掃の実施、法定検査の受検等）を行う義務に

ついて周知するとともに、理解を得るための努力を行います。 
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広報・啓発の方法 

公共用水域等の水質汚濁の現状と、その原因の一つが各々の家庭から排出される生活

雑排水等にあることを本町のホームページや広報誌等で示し、住民の生活排水処理に関

する意識を高めます。 

また、小、中学生や各種団体に生活排水処理施設等を見学してもらい、生活排水処理

対策等への理解を深め、意識の向上を図ります。 

 

(3)生活排水処理推進に係る施策 

本町の生活排水処理を推進するために実施している施策について表 4-4-4 に示します。 

 

表 4-4-4 生活排水処理推進に係る施策 

 

  

概　　　要

排水設備工事融資あっせん制度
下水道管敷設後3年以内の既設汲取便所、排水設備を改造するための
資金を銀行にあっせんし、貸付を行う。町において貸付分の利子補
給をする。

七飯町合併処理浄化槽
設置整備事業補助金制度

下水道処理計画区域外の地域において、合併処理浄化槽設置費用の
一部を補助する。 補助対象は、住宅だけでなく、事業所等も含む。

施　　　策

下水道関連

浄化槽関連
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第5章 計画の推進体制 

第1節 本計画の進行管理 

本計画を着実に推進し、実効性のあるものとするため、各種施策の進捗状況と目標の

達成状況を定期的に確認し、実情に合わなくなった施策などは適宜見直し、改善を図っ

ていく必要があります。その方法として、PDCA サイクル※)による計画の進行管理を実践

し、施策の進捗や目標の達成状況を把握、評価、計画の改善等を行っていきます。 

また、進捗・達成状況等については、本町の広報やホームページなどで公表する予定

としています。 

※）PDCA サイクル：Plan（計画の策定）、Do（計画の実行）、Check（計画の確認・評価）、

Action（計画の改善）の 4 段階を繰り返すことによって、計画を継続的に改善していく

手法です。 

 

 

図 5-1-1 PDCA サイクルによる計画の進行管理 

  

1．Plan
（計画の策定）

Ｐ

・本計画の策定
・概ね5年ごとの改定

4．Action
（計画の改善）

Ａ

・改善策の検討
・新たな目標値の設定

3．Check
（計画の確認・評価）

Ｃ

・目標値の達成状況確認、
　施策内容の評価
・進捗・達成状況の公表

2．Do
（計画の実行）

Ｄ

・各種施策の実施
 （住民・事業者・行政
　が協働して実施）
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第2節 計画の推進 

本計画と関連する廃棄物処理計画の構成と期間を表 5-2-1 に示します。 

本計画である一般廃棄物処理基本計画は、本町における一般廃棄物の処理についての

基本方針や目標及び各種施策を定める長期計画として作成するものです。また、分別収

集計画は容器包装廃棄物の分別収集に係る計画で、5 年間を一期として概ね 3 年ごとに

見直すこととなっています。 

本町では、本計画と関連計画との整合を図ることで、各種施策をより具体的、現実的

に推進していきます。また、本計画においても、適宜見直しを行い、ごみ処理や生活排

水処理を取り巻く環境の変化や社会状況に追従した計画となるよう努めます。 

 

表 5-2-1 廃棄物処理計画の構成と期間 

 

 


